
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

市区町村の支援業務のあり方 

に関する検討ワーキンググループ 
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厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課虐待防止対策推進室 



 

 

第５回市区町村の支援業務のあり方に関する検討ワーキンググループ 

議事次第 

 

 

日 時：平成28年12月21日（水）13:00～16:17 

場 所：中央合同庁舎５号館共用第８会議室（19階） 

 

 

 

１．開 会 

 

２．議 事 

  （１）市区町村における支援拠点の機能について 

  （２）児童虐待対応に係る児童相談所と市町村の共通アセスメントツールについて 

  （３）市区町村における在宅支援等の強化を図るための支援方策（ガイドライン）に 

ついて 

  （４）その他 

 

３．閉 会 
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○事務局 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第５回「市区町村の支援業務

のあり方に関する検討ワーキンググループ」を開催いたします。 

 構成員の皆様には、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 なお、本日、佐伯構成員から御欠席の御連絡、奥山眞紀子構成員から少し遅れる遅れと

の御連絡をいただいております。 

 また、本日、他の用務等がございまして、事務局の出入りがありますことを御容赦いた

だければと思います。 

 それでは、これより先の議事は松本座長にお願いいたします。よろしくお願いいたしま

す。 

○松本座長 こんにちは。お忙しいところお集まりいただいて、どうもありがとうござい

ます。 

 早速、議事に入りたいと思います。今日は４時までの３時間を予定しております。それ

では、まず資料の確認をお願いいたします。 

○事務局 資料の確認をさせていただきます。 

 配付資料は右上に番号を付しておりますが、資料１～６、こちらの資料は資料４の追加

資料といたしまして２種類ございます。あと、資料６の差しかえ資料ということで１部、

あと追加資料がございますので、そちらもプラスでお願いいたします。参考資料１～３で

ございます。 

 なお、参考資料３は、座長の御了解を得て、日本の子どもの未来を考える研究会の意見

書を配付してございます。構成員限りではございますが、机上配付資料が２種類となって

おりますので、御確認いただければと思います。資料の欠落等がございましたら、事務局

までお申しつけください。 

 以上でございます。 

○松本座長 よろしゅうございましょうか。 

 それでは、今日の議事に入りたいと思います。今日の議事は３点ございます。それぞれ

前回の第４回のワーキンググループで御議論いただいたところであります。 

 本日は、３時間ということで、特に支援拠点の機能と運営指針については一定の取りま

とめということで進めていければと考えております。議事の２つ目については、岡山県の

方からお話を伺うということでお願いいたしまして、倉敷児童相談所の藥師寺さんにおい

でいただいておりますので、後で御紹介したいと思います。 

 早速、議事の１点目に入りたいと思います。前回、ここで御提案して御賛同いただきま

したコアメンバーで少し詰めるという方法で、12月９日にコアメンバーの会議を開催して、

かなり踏み込んだ形で議論いたしました。その結果についてここでお示しするということ

ですけれども、その内容について、私は飛行機の雪の関係でコアメンバー会議の後半部分

から入るということになりましたので、コアメンバー会議の議論の概要について、司会を

してくださいました井上座長代理の方から、まず御紹介いただければと思います。 



- 2 - 

 

○井上座長代理 井上でございます。 

 今、松本先生が言われたような状況がありましたので、私が最初の方を30分ぐらいのつ

もりがちょっと長くなってしまった司会でしたが、させていただきましたので、御報告さ

せていただきます。 

 お手元の机上配付の資料で井上が作ったものと、コアメンバー会合の主な意見というも

のの２点、それから資料２－１、資料２－２をお手元に準備して見ていただければと思い

ます。 

 最初、今お話したような状況がありましたので、本題の運営指針の方には入らずに、私

が少し提案として出しました資料について話し合いをさせていただきました。私が作成し

ました資料の３番のところにあります「すくすくジャパン！子ども・子育て支援新制度」

とか、『「子どもが心配」チェックシート』の資料、それから訪問型子ども家庭養育支援

関係の文献等々をお示ししながらお話ししたという状況です。 

 その理由が、私の資料の裏のページの「４．まとめ」のところにちょっとあるのですが、

今後のスケジュールの案のところで、この拠点に関しての考えを少し早目にまとめてなけ

ればいけないという気持ちがありましたということと、それから松本座長ともお話しした

のですが、現時点では既に行われている市区町村における子育て支援事業の確認もしまし

ょうということがありましたので、それに関係するものを提示させていただきました。 

 それと、資料としては平成28年11月に内閣府の子ども・子育て本部から出されています

「すくすくジャパン！子ども・子育て支援新制度について」という資料をもとにしまして、

その中に既にあります利用者支援事業とか、子育て支援員研修の体系などのものを出させ

ていただきました。これは今日はお手元の資料にはありませんが、PDFで確認できますので、

皆さん見ていただきますと参考になるのではないかと思っております。 

 現実にこの研修体系なども平成27年度から全国でされておりまして、かなり重なるとこ

ろもありますので、そういったものも意識していただきたいと思いました。 

 それから、岡山県の今日お話しになります『「子どもが心配」チェックシート』につい

てですが、これに関しては市区町村のポピュレーション・アプローチから見たリスクアセ

スメント法のモデルとして、『「子どもが心配」チェックシート』を確認していただいて、

具体的でこれは利用しやすいですねということがありましたので、今日松本先生にお願い

してヒアリングをしていただくようになりました。これは後で出てくると思いますので、

是非聞いてください。 

 最後に、内閣府、文科省とか、障害福祉を中心として行われている事業の一部をやはり

確認をしないといけないということで紹介しました。その中で、特別支援連携協議会とか、

障害者施策推進協議会、これは自立支援協議会というのですが、こういったものが既に動

いております。今回私たちが考えている「地域子ども家庭支援拠点」は、これらの施策の

実際に動いているものも全部カバーした形で、一緒に見ていかなければならないものにな

りますので、そういったものが、その他の分も書いておりますが、どういったものがある
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かということを意識してまとめる必要があるのではないかということを少し提案させてい

ただいた次第です。 

 そういった中におきまして、市区町村の運営指針の検討に入っていきました。今度は資

料２－１と、コアメンバー会合の構成員の主な意見というところを見てください。これに

つきましては、この後、事務局の竹中さんの方からまた詳しくお話があると思いますが、

簡単に触れたいと思います。 

 まず、趣旨・目的のところでは、問題全体をしっかり把握するということで、社会的養

護の問題だけに限定したという形よりも、拠点としては全ての問題を把握しましょうとい

うこと、それを把握するに至って、その前の基本的な情報を母子保健関係の方からきちん

と情報を出していただいて、そのデータベースをもとにした上で、さらに詳しいリスクア

セスメント等を加えていきながら見ていきましょうということが強調されたと思います。

この辺も後で詳しく紹介があると思います。 

 次のページに行ってください。実施主体のところでのディスカッションでは、特に最初

の段階で業務の委託ができるということがあるのですが、業務をあくまでも委託するので

すが、その結果の把握に関しては市区町村がきちっと押さえていかなければいけないとい

うことを皆で話し合いました。ですので、そういったところも少し触れさせていただくと

いう状況になっております。 

 次の対象のところですが、これも先ほどの繰り返しになりますが、妊娠期からの全部の

問題を把握した上で見ていかなければいけないということになりますので、そういった問

題のことを見ていきましょうということを書いている次第になります。 

 その詳しい業務内容が次の４番以降になるのですが、ここも常に出ている事業だけを見

ていくのではなくて、各地域にはそれぞれインフォーマルなリソースもあるのではないか。

そういった既に始まっているものはその地域地域で全部拾い上げて、その中に組み込んで

いきましょうというような意見も出ておりました。 

 それから、情報の提供、相談の対応、総合調整等、これは後で詳しく出てくると思いま

すので、少し飛ばしていきたいと思います。 

 そういった全般的なものを対象としたものと、その次の２番にありますが、重点的に行

う必要のある業務という形で、全般の中にある細かいところをきちんと見ていこう、そし

て今行われているものの中の事業の反省に立って、足りないところを補うべきものを明確

にしていくという作業が必要ではないかという意見が出ておりました。 

 次のページに行ってください。それに伴って支援計画とか支援及び指導、それぞれの役

割の分担の意味合いとか連携のあり方等が詳しく検討されていきまして、その辺の意見も

後で少し追加していただけるのではないかと思います。 

 最後、５ページの方に行っていただきまして、進行管理を行う会議の実務者会議等々か

ら、その他の必要な支援としてどういうものがあるか等に関しても、そこに書いてあると

おりでございます。 
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 いずれにしましても、皆さんにお伝えしたいことは、一部分に決められたところだけで

はなくて、カバーし合うところをそれぞれの自治体の現状に見合って、考えながら一緒に

やっていくというようなニュアンスが含まれるものにしないと、実際は動かなくなるので

はないかなという心配が出ておりましたので、そういった意見があったということをつけ

加えておきたいと思います。 

 次の６ページの類型のところですが、この類型に関してはここで大まかに小規模Ａ、Ｂ、

Ｃ、児童人口とか、あるいは人口とかで分けているのですが、現実、見ていきまして、例

えば小規模Ａ型といいますと、それだけで自治体1,700ちょっとある中の1,200件を超える

自治体があるわけですね。その中でも人口の数が同じぐらいのところでも、児童人口を見

るとすごく差があったり、そういったこともありますので、その辺の違い等も含めて見て

いかなければいけない。そういったところを一つの形で絞り込むというのもなかなか難し

いかなという意見が出ておりました。 

 この辺に関しては、実際の皆さんの資料にはあったと思いますが、議論のまとめを書い

たものがありますので、それを見ていただきますと、どういった意見が出たかというのを

理解していただけるのではないかなと思います。 

 最後の方になりますが、それに伴って運営の方法等、職員の配置、配置人数とか、施設

整備の内容のこととか、いろいろな形でその後意見が出てきましたが、それぞれの自治体

の現状に見合った形で話していこう、そして専従にするか、常勤にするかとか、いろいろ

な大切な意見も出たのですが、それらもやはり現場の状況を把握した上で決めていくとい

う含みを残さないと、上手くいかないのではないかなという意見が大半でした。 

 以上です。 

○松本座長 どうもありがとうございました。 

 引き続いて、事務局の方から資料の御説明をいただいて、その後、ディスカッションに

入りたいと思います。よろしくお願いします。 

○竹中虐待防止対策推進室長補佐 それでは、事務局の方から。 

 資料２－１をご覧いただきたいと思います。今の井上座長代理のお話を若干補足という

形で、簡単に御説明させていただきたいと思います。今回、資料２－１は、前回と同様に、

赤字のところが前回第４回のワーキンググループから変更・修正があった点になります。 

 まず、名称の問題ですけれども、今回、「地域子ども家庭支援拠点」ということで、仮

の名称で規定をさせていただいております。前回第４回のとき、さらにはコアメンバー会

合の際にも、この名称をどうしていこうかということで、これまで「児童等に対する必要

な支援を行うための拠点」という名称を仮で置いておりましたので、今後、支援拠点の設

置運営要綱などを作っていく際に分かりやすい名称の方が良いのではないかということで、

とりあえずこういう名称を提示させていただきましたけれども、後ほど御説明があると思

いますが、奥山千鶴子構成員の方から、現行の地域子ども子育て支援事業の中に地域子育

て支援事業という広場事業がもう既にございますので、その辺の名称と非常に似通ってい
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るということもあるので、このあたりのところは是非御検討いただきたいと思っておりま

す。 

 「１．趣旨・目的」のところは、先ほど座長代理の方からお話があったとおり、とく（３）

のところで、支援拠点、市区町村は、市区町村内の子どもやその家庭、妊産婦等全体を対

象とするものなのだということをまず明確化して、さらには、その機能としては地域のリ

ソースや必要なサービスと有機的につないでいくコミュニティー・ソーシャルワークの機

能を担うのだということを今回明確化したということでございます。 

 ２ページ目です。それと同様に「３．対象」のところで市区町村、支援拠点はコミュニ

ティー・ソーシャルワークの機能を担い、子どもとその家庭及び妊産婦等を対象として、

その福祉に関し必要な支援に係る業務全般を行うということをまず提起させていただき、

また今般の児童福祉法等の改正を踏まえまして、特に強化をしなければならない要支援児

童、要保護児童、その家庭、特定妊婦等を対象とした業務について重点的に行う必要があ

るのではないか、そういうような位置づけにさせていただいております。 

 「４．業務内容」のところも、２ページ目の一番下のあたり、「（１）子ども家庭支援

全般に係る業務」と、３ページ目の中段よりちょっと下の「（２）重点的に行う必要があ

る業務」ということで分けて書かせていただいているということです。 

 ５ページの「（４）その他の必要な支援」というところです。児童相談所から一時保護

なり施設入所の措置解除を行った後、そういった子どもたちはまた地域で暮らすことにな

りますので、そういった支援についてもしっかりと市町村がやっていくということを明確

化したということと、あと里親なり養子縁組の取組についても、市町村が児童相談所と協

働して今後しっかり行っていく必要があるのではないかといった御意見がございましたの

で、追記をさせていただいております。 

 ６ページの「５．設置形態等」でございます。前回の御議論を踏まえまして、小規模型

のところをさらに３類型に細分化させていただきました。小規模Ａ、小規模Ｂ、小規模Ｃ

というところで、それぞれ児童人口に応じた類型を提示させていただいております。 

 ７ページ目のところですけれども、③で、庁内、市町村内の関係部局との関係というも

のもしっかりと記述した方が良いのではないかということで、関係部局との緊密な連携が

不可欠であるということとか、これらを相互に結びつけるネットワークの中核機関となる

ことが求められる、必要なのだということを書かせていただいております。 

 さらに、「６．職員配置等」のところですけれども、（２）で主な職務、資格等という

ものを書かせていただいております。①の子ども家庭支援員、この支援拠点で中核的な業

務を担う職種になると思いますけれども、その資格等のところで、今は児童福祉司の任用

資格を有する者、保健師、保育士等ということで、ある程度専門性を持った職種の方の配

置を想定しておりますけれども、これもコアメンバー会議の議論の中で、果たして小さな

町村でそういった職種の方がいるのかどうかという議論もございまして、当分の間の経過

措置として、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修、これはもう一つのワーキングの
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方で御議論いただいておりますけれども、いわゆる今般、児童相談所の児童福祉司なり、

要保護児童対策地域協議会の調整機関の専門職の研修が義務化されましたけれども、その

中で児童相談所のいわゆる任用前研修の研修を想定しておりますけれども、そういった国

の方でカリキュラムなり、到達目標を定めた研修を受けた者というものも、当分の間の経

過措置として含めておいた方が良いのではないかといった御議論がございましたので、こ

こに追加をしていくというところです。 

 最後、８ページになりますけれども、先ほどの類型に分けましたけれども、その類型に

応じて配置人員等というところで、それぞれ最低何名の職員配置が必要なのかということ

を書かせていただいております。小規模Ａ型で言いますと、子ども家庭支援員を常時、開

設時間帯はずっと２名の職員はいる必要がある。１名は非常勤形態でも可ということで、

常時２名以上。一番大きな大規模型のところでは、子ども家庭支援員を常時５名、心理担

当支援員を常時２名、虐待対応専門員を常時４名、計11名以上の配置が必要ではないかと

いうような書き方をさせていただいております。 

 さらに、これはコアメンバー会議で議論がありましたけれども、特に大規模型、大きな

地方のところでは、今ここに最低基準としてお示しさせていただいた配置人員を既に上回

った状況の中で業務を行っているのではないかということで、そういった現行の体制を維

持していくことがまず必要で、さらにそれに加えて、今度は強化しなければならない業務

にしっかりと当たっていく必要があるのではないかということで、相談対応件数に応じて

さらに配置人員を上乗せする必要があるのではないかということで、ただし書きのところ

に書かせていただいておりますけれども、小規模Ｂ型以上の類型かつ児童1,000人当たりの

児童虐待相談対応件数が全国平均を上回る市区町村（支援拠点）は、児童相談所の児童福

祉司の配置基準の算定を準用した算式、10ページの算式で算定された人数を虐待対応専門

員の類型ごとの最低配置人員に上乗せして配置することを標準とするということを書かせ

ていただいております。特に強化する部分については、虐待対応専門員を上乗せ配置をし

ていただいて対応していただくということにしております。 

 児童相談所の児童福祉司の配置基準につきましては、もう既に今年の６月に地方自治体

の方にお示しをさせていただいて、来年４月から強化を図っていただくということになっ

ております。それを準用した形で、今回、市町村版の配置基準の目安というものをお示し

させていただいたというところです。また、今般の児童福祉法等の改正の趣旨を踏まえ、

市区町村の虐待対応担当窓口の一層の体制強化に努めることということで、現行を下回っ

てはいけませんよということを暗に書かせていただいているということです。 

 以上が前回から追加させていただいた点になります。この運営指針の案につきまして、

先ほど座長の方からお話がありましたけれども、本日一定の取りまとめをしていただけれ

ばと思っております。これ自体は来年の１月の中下旬に開催する予定でおります地方自治

体の部局長を集めた会議がございますけれども、その会議の中でこの設置運営要綱案とい

うものをお示しする予定としております。最終的には、３月下旬もしくは４月に配する市
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町村の新たな指針の中に盛り込まれていくという流れで進めさせていただきたいと思って

おりますので、今日はこれについて集中的に御議論いただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○松本座長 どうもありがとうございました。 

 早速、議論に入っていきたいと思います。進め方ですけれども、１月の市町村の担当者

の会議に示すということがありますので、できれば今日で一旦方向づけをしていきたいと

思います。もちろん大きな議論が出て、今日ではまとまらないということももちろん可能

性としてはありますけれども、可能であればそうしたいと思います。 

 それで、資料をいただいている方からと思ったのですけれども、この提出資料を全部御

説明いただいていますと、それぞれ全体にわたるところがありますので、進め方としては

最初の方から１節ごとに確認をしていって、それに関連するところで提出資料のある方が

まず御発言いただいて議論していくという進め方にしたいと思います。 

 ただ、御発言の中でそれぞれ他にも関わるところが当然出ますでしょうから、それは制

限するということではなくて、他の部分とも関わって御発言をしていただくというふうに、

一括して議論していくということももちろんあり得るということで進めたいと思います。 

 名称は最後にしようかと思います。 

 「趣旨・目的」のところに関わって、御発言、御意見等がありましたら、いかがでござ

いましょうか。 

 加賀美構成員、お願いします。 

○加賀美構成員 今の「趣旨・目的」のところにも関連するのですが、今回の法改正は、

まず背景としては児童虐待の拡大という方向の中で、このままでいくと、全ての子ども家

庭の支援をするという形で予防を図っていくという方向で議論をしてきたはずなのであり

まして、要は虐待問題からその予防へという意味で、保護から予防へ、あるいは保護から

養育へという言葉を使ったと思うのですが、すなわち養育を通じて予防していくという観

点で子育て支援というふうな全体を考えていくという脈絡で議論された法律改正だったと

理解をしているのです。そういう観点でいくと、まずはポピュレーションという意味で、

全ての子ども家庭を養育という視点で、虐待の予防という視点で考えていくということを

明確に打ち出していく必要があるだろう。 

 その点で全体を見ていくときに、どうしても要保護、要支援というところが中心になっ

てしまうというきらいが常にあるわけで、そういう観点で、先ほどのコアの議論の中で、

東京都が子供家庭支援センターなどを形成していく中で、ポピュレーションがむしろ弱ま

ってしまうような御意見があったと思うのですが、この可能性というのは、これからそう

いうふうに向かっていくと必ず出てくる。だから、そこのところをしっかり押さえて、全

ての子ども家庭を支援したという意味は、要するに虐待の予防なのだという観点でその議

論を明確にして、そういう脈絡の表現を全体にしておく必要が必ずあるだろうということ

を思っておりましたら、資料の中に奥山先生からの修正の意見もありましたので、それら
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も後で出てくるのかもしれませんけれども、そこら辺で少し修正していく必要があるなと

いうのを全体として感じたということでございます。全体に対して、そこのところを注意

深く言葉を選んで表現しておく必要があるだろうという意味でございます。 

○松本座長 今の御意見は、全体を通して、予防的な観点という形からもう少し文言を気

をつける、そういう全体的な御意見ですね。 

 お願いします。 

○奥山眞紀子構成員 私の資料で図を出していただくことになっていたのですが、どこに

ありますか。 

○竹中虐待防止対策推進室長補佐 資料６の59ページ。分厚い方です。 

○奥山眞紀子構成員 全体像として確認をしておきたいということで、なかなか難しくて

図が描くのはなかなか難しかったのですけれども、コア会議の方に少しでもイメージを共

有するために、図を提出させていただきました。これで見ていただくと、保護だけを目的

としているものではないということは多分明確に私たちも考えてきたと思います。 

 「趣旨・目的」のところの文章はそんなに大きく変えなくても良いのかもしれないので

すけれども、その後で「重点的に行う」というと、この中で重点がここになってしまうの

で、そこは今の市町村で少し弱いので「強化」しましょうという考え方の方が良いのでは

ないかなと思っています。 

○松本座長 今、後者のところについては、私もこの文言を見て同じようなことを感じま

したので、文言をどう書くかということも含めて後で議論したいと思います。 

 「趣旨・目的」と関わって、全体のイメージを共有していくということが大事かと思い

ますので、この全体のイメージ図をもしよろしければ御説明いただいて、こういう形で考

えているということは確認をしたいと思います。 

○奥山眞紀子構成員 基本的に、子ども家庭を支援する責任が市町村にあります。その責

任がある市町村が、その支援の拠点としてこういう機能を持ちましょうということで、結

局全体を示すのだろうと思うのです。 

 ただ、母子保健であるとか、子育て世代包括支援センターであるということが、小さい

ところだと全部一緒にやらざるを得ない、つまり１人の保健師さんが拠点の中でも中心に

なって、ほとんど１人でやっているような町村もあるかもしれないので、これは入ってし

まうかもしれないし、大きなところでは母子保健として大きな固まりがあって、連携はよ

くしているけれども、少し外出しの形で子育て世代包括支援センターがあるのかもしれな

いと思っています。これは市区町村によってどのぐらい外に出るのか、中に入るのかとい

うのは違うのだろうと思います。 

 あとは、在宅の子ども家庭支援の中にいろいろな社会資源があるわけで、その社会資源

で、今あるのとないのもあって、産前産後親子ホームなんていうのはこれから作らなけれ

ばならないのでしょうけれども、そういったところを含めて、そういう支援となる事業等

を上手く利用していくということも必要なのだろうと思って、ここに書かせてもらいまし
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た。とにかく全家庭の支援であって、ニーズのアセスメントと支援計画があって支援をし

ていくのだと。 

 ただ、その中で虐待あるいは要保護、要支援のような方々の場合、アセスメントをした

中で、一時保護とか一時保護委託が必要になってくる場合は、児童相談所との連携という

中で行われていくだろうと思います。要保護児童対策地域協議会の調整機関もこの中に入

っていて、要保護児童対策地域協議会が上手く回っていくような形になっていけば良いの

かなと考えているということです。 

 下の方は社会的養護なので、こことはあまり大きな関係がないかなと思います。 

○松本座長 この図については、コアメンバー会議でかなり議論をして、少し整理をして

ここに参考資料として出していただいているという性格のものです。 

 支援拠点として大きく網をかけるという点については、「趣旨・目的」のところを図に

描くとこうなるのだろうと思っております。 

 要保要保護児童対策地域協議会等々については、後でまた関係機関との位置づけや要保

護児童対策地域協議会の問題が出ますので、そこのところで議論をしたいと思います。 

 「趣旨・目的」の文言に戻って、他に修正提案等はございますか。どうぞ。 

○渡辺構成員 この中で幾つか確認なのですが、今回の要綱は児童福祉部門に特化してい

るという考えで作っているものという理解でよろしかったでしょうか。内容を読んでいる

と、コミュニティー・ソーシャルワークですとかソーシャルワークという言葉がたくさん

出てくるのですが、実はこの単語一つ一つがそれぞれのよって立っている立場で解釈のば

らつきが非常にありまして、特に市町村でこの単語を見たときには、何を意味しているか、

具体的にイメージがつかない職員は相当数に上るかなと思います。そういったときに、こ

ういった用語を使う際に、用語の規定をどこかに、この言葉についてはこうですよという

ものを書いていただく方が親切なのではないかなと感じを受けております。 

 それと、ソーシャルワークという単語が本当に今の日本の子育て環境の中でなじむのか

どうかという点も考えた方が良いかなと思います。通常、私たちが市町村で業務を行う際

には、相談援助とか相談支援といった単語を使うことが割と標準的になってきているかと

思うのです。そういった意味では、ここでいきなりカタカナ言葉であるソーシャルワーク

という単語が国からお示しされる運営指針の中にこれだけ使われてしまうということは、

少し混乱が起こってしまうのかなということを危惧しています。その２点についてお願い

します。 

○松本座長 どうぞ。 

○奥山眞紀子構成員 今のところに関しての私の意見ですけれども、逆に相談支援、相談

援助となると、相談者との一対一の関係しか見ていないような形になってしまう。やはり

ソーシャルワークとしてシステムを動かしていくのだという感覚がないと、全体の市町村

の支援にならないのではないかと思っているので、ソーシャルワークという単語を広めて

いった方が良いのではないかとも思っています。 
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○松本座長 今の点について、他に御意見はありますか。 

 ソーシャルワークという言葉をこのまますぽんと使うとかえって誤解を招くのではない

かという趣旨の御発言だったと思いますし、それは危惧として私は理解ができるのです。

このときのソーシャルワークというのはどういうことを指しているのかということは、ど

こかに書いておかないとまずいかなと思います。ただ、相談援助というふうにしてしまう

と、ちょっと狭いように思いますので、地域を基盤にして相談援助活動と関係機関の連携、

ケースのマネジメント、全部含んだ形の用語なのだということを、適当な日本語があれば

良いですけれども、単純に置きかえてしまうというよりも、そういうふうなこととして考

えたいということは全体の合意だろうと思いますので、言葉だけが一人歩きして、かえっ

て混乱を招いたり、解釈に違いがあるということは防がなければいけないということは貴

重な御意見だろうと思います。 

 今の点について。どうぞ。 

○ 澤構成員 もう一つ、ソーシャルワークという言葉と、（３）を初めコミュニティー・

ソーシャルワークという言葉もあって、コア会議に私も出ていたので、この意味は私なり

に理解できているのですが、このときにもコミュニティー・ソーシャルワークという言葉

と同時にソーシャル・キャピタルという言葉も出ていて、私たち保健の分野では、コミュ

ニティー・ソーシャルワークというよりは、把握をするだけではなくて、ソーシャル・キ

ャピタルの醸成をしていこう、地域づくりをしていこうという、前回事務局の方が資料と

して出してくださいましたけれども、保健活動の指針というのが健康局の方から25年に出

されているのですけれども、我々の仕事の大きな基盤に、地域を作っていく、地域づくり

という、我々の用語で言うとそういう言葉がなじんでいて、もしくは地区組織活動という

ような言葉も我々の標準的な言葉として使うのですけれども、さらにソーシャル・キャピ

タルという言葉は、保健の分野だけではなくて、教育とか経済のところでも今一般的に理

解されやすい表現かなと思うと、そこもあわせて、このコミュニティー・ソーシャルワー

クとここに入れた一語は非常に重要な意味合いだと思いますので、もう少し熟考した方が

良いかなと感じております。 

○松本座長 他に何か。 

○新澤構成員 今の件に直接関係するかどうかは分かりませんが、名称の問題等も出てい

るので、名称で言うと、子ども家庭支援拠点ということで、先ほど地域子育て支援拠点事

業という似たようなものがあるというのがあったのですけれども、その場合の拠点という

のは、当然そこに場所を作るというイメージだと思うのです。今の目的の中で全体を包括

というか、全体をというときには、現実的にはこれは多分行政のどこかの、先ほどの児童

福祉の分野なのか、保健の分野なのかということもありますけれども、どこかの部署が中

心になって進めるわけですよね。それを作ったときに、全体をというふうになったときに、

当然目的の中では要保護に近いような児童を担うことがどうしても中心になるのではない

かと思うのですね。例えば利用者支援事業とか拠点の事業、広場の事業を統括するような、
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上位に位置するような部署になるのか。つまり、拠点というのが何かを担う拠点なのか、

機能という意味なのか。地域の中にこういう機能があれば拠点となるのかというのが、前

回のときにもこういう話を出したと思うのですが、よく分からなくなるというか、これで

もって市町村の方で見たときに、これは何をすれば良いのですかとならないかなと思うの

ですね。全体もやってこのこともやるというのが明確にならないというか、幅広になり過

ぎているような気もするのですね。 

○奥山千鶴子構成員 関連でよろしいでしょうか。子育て広場全国連絡協議会の奥山です。 

 構成員の提出資料の57ページに少し資料を出させていただきました。今の新澤構成員の

意見に重ねてなのですけれども、拠点の名称はまた後からということでしたので、私は57

ページの２番のところ、今紹介がありました子ども・子育て支援新制度の13事業に位置づ

けられた利用者支援事業でございます。こちらの方の第59条第１号、これが利用者支援事

業の内容になっているのですけれども、これを見ていただきますと、「子ども及びその保

護者の身近な場所において」ということで、個別相談も受けるけれども、地域の関係機関

との調整も総合的に行いなさいというふうに書いてあって、これだけを見ますと、今提案

されているところと非常に近い内容もあったりして、この辺をやはり行政の皆さんが見た

ときに、混乱があるかなと思いまして、紹介をさせていただいたのですけれども、この利

用者支援事業との関連、それから奥山眞紀子先生が出してくださいました図の前のところ

にも、利用者支援事業そのものも３つの類型がございまして、母子保健型が子育て世代包

括支援センターと関連が深いものですけれども、母子保健型、そして基本型の方は地域子

育て支援拠点事業の方に入っているケースが多いのですけれども、あとは保育コンシェル

ジュのような特定型というのがありまして、これも要保護家庭から一般家庭まで網羅する

ような形で位置づけを描いているのですけれども、こことの関連で、私たちは本当にポピ

ュレーション・アプローチの入り口のところだと自覚しておりますので、そことの整理も

少し見せていただきますと、行政、自治体におりたときに分かりやすいのではないかと思

っております。 

 こちらの子育て世代包括支援センターも、どちらかというと、場所の名称ではなくて、

機能の名称、仕組みですということを言われておりますので、そことの整理も、今、新澤

構成員から御指摘があったものとあわせて御検討いただければと思っているところです。 

 以上です。 

○松本座長 今のお二方の意見は、むしろ支援業務内容というか、これでいくと４の「業

務内容」のところで議論した方が良いですか。そのような気がしたのです。目的のところ

で今のところは議論した方が良いということであれば。 

○奥山眞紀子構成員 恐らくお二人がおっしゃっているのは、機能なのか、場所なのか、

そういう基本的な問題なので、そこは押さえてから前に進んだ方が良いのかなと思います。 

○松本座長 そういう趣旨の御発言と理解してよろしいですか。 

○鈴木構成員 名称のこともありますけれども。 
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○松本座長 名称は最後に全部議論してからもう一度と思いますので、機能なのか、場所

なのか、全体に網をかけながらどこをもう少し重点的に、あるいは強化していくというふ

うになるのかというのは、前からもうずっと議論になっていたところだと思うのです。 

 前回の確認といいますか、合意は、全体を対象にする。かつ、表現のところは別にして、

今の事務局のまとめでいくと重点的にと。これは奥山構成員の方から後で、むしろここは

特に強化していくというふうな表現に変えたらどうかという御提案もあると思いますけれ

ども、両方やるということだということです。 

 場所のことも言っていますので、これはどこか相談できるような場所がなければいけな

いという話と、これは私の理解ですけれども、実際は自治体の中の関連部局の機構の再編

なり、最適な位置づけということで、強化する方向での整理となっていくのだろうと思い

ますので、機能のこと、こういうことをやってくださいねという話と、それをどこでやる

のか、相談の場所も含めてはっきりさせてくださいねという、２つを含んでいると思いま

す。 

 どうぞ。 

○ 澤構成員 その議論は前回の４回目にもやりましたし、コア会議の中でも明確にすべ

きだということがあって、それで７ページの上の方、赤字になっていますけれども、「そ

れぞれ別の主担当機関が機能を担う」、やはり機能なのですね。ただ、場合によっては、

この際だからこのようなものを建物ごと作るというようなことも、自治体によっては選択

肢としてあるのかもしれませんけれども、現実的には今ある機能だったり、部署だったり

するものが包括していくということで、多分機能的な選択をとる自治体が多いだろうとこ

とを議論していたかと思います。 

 その上で今回７ページに、子育て世代包括支援センターとの絡みにもなりますけれども、

担うべき機能をどこが所管するのかということをきちっと事務等で明確化するということ

を書き加えたといった経過があったと思います。それをもう少し目的にところにはっきり

と、まず市町村はどういう機能を持つのかというところを明確に入れた方が、多分本当に

分かりづらいと思います。 

○奥山眞紀子構成員 今までそうやってばらばらと13事業などの事業があったとしても、

子ども家庭の支援は市区町村の責任なのですよというところが明確ではなかったと思うの

です。国、都道府県、市町村の責務を明確化するというのは、今回の児福法改正の非常に

大きな柱になっていたわけで、市町村がどの事業でもやりたいのをやります、やりたくな

ければやりませんというようなものではないと思います。できるだけ拠点をしっかりと整

備してくださいということですが、支援は市区町村の責任なのですよということが大きい

のだと思うのです。ですから、その責任を果たすための拠点ですよということで、機能と

いう意味では確かに機能なのだけれども、場所がなければ果たせないのなら場所も持って

くださいという形になってくるのだろうと思います。 

○松本座長 この点について、他にいかがですか。 
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 どうぞ。 

○鈴木構成員 奥山構成員と同じ意見なのですが、私も逆にここの今までやらなければい

けなかった事業がたくさんあるとか、センターというのも幾つかあったりで分からないと

いうことについては、ずっとこの場でも問題提起させていただいたのですけれども、それ

はコア会議でも話をして、奥山構成員がこうやってまとめてくれて、自治体としては今回

児童福祉法を受けてやらなければいけないことがあるのだというので、その全体像をここ

の59ページで示されているので、これを一つの機関でやるのか、幾つかに分かれるのか、

または委託という形で出すのかというのは、それぞれの自治体が考えれば良い話なのだけ

れども、ここがその意味では機能だったり、やるべきことというのを一括で出しているの

で、これを前提にして話すことで、自治体の現場としては混乱はないと考えています。 

○加賀美構成員 そもそも論みたいな話になって恐縮なのですけれども、これは児童福祉

法抜本改正と言っても良いのかもしれませんけれども、第１条から第３条まで明確に、日

本の子どもをどう育てるのかとうたったという意味では、今までの枠組みの中で子ども家

庭の問題を考えるのではなくて、広く日本としてマクロ政策的に、子ども家庭福祉にどう

重点化した取組を行うかということを１条から３条まで明確化したのだと思います。そう

いう意味で、これから市町村における子ども家庭に対しての福祉施策、あるいは行政施策

も大きく転換していかざるを得ないだろう。だから、現在の枠組みの中で何でもかんでも

やらなければいけないということよりも、そのとおり、全ての子ども家庭を視野に入れる

ということを明確にした福祉施策を立てていくのだと。それは日本の未来に関わることだ

というような観点で変えたのだという大きな捉え方で、この支援拠点の問題もそういう観

点でそのあり方を明確にしていくということはとても大事だなと思っていますので、たび

たび同じようなことを言って申し訳ありませんが、そんな観点で是非捉えていければと思

っております。 

 以上です。 

○松本座長 幾つかの御意見が出ました。それで、一つはそもそもこれは機能なのか、場

所なのかというふうな素朴な疑問を含めてですけれども、もう少しそのあたりは自治体の

責務をきちっと明確にして、こういう役割を果たすための機能を持って、それをするため

の体制整備をきちっととらなければいけない。そういう趣旨の中でこれが出てきていると

いうことは、目的の中にきちっと明示するということが一つだと思います。 

 もう一つは、その前のところに出てきたソーシャルワーク、あるいはコミュニティー・

ソーシャルワークという言葉自体がまだ理解に不統一があると思われるので、そこは分か

りやすく解説なりをするということ。今出ているのは、大きくこの２つぐらいかと思いま

すけれども、これはよろしいですか。 

○奥山眞紀子構成員 「趣旨・目的」の（３）に、市区町村は役割・責務とされているこ

とを踏まえということで書いていただいてはあるので、それで良いのかなとは思っていま

す。 



- 14 - 

 

○松本座長 よろしいですか。 

○加藤構成員 １つだけなのですけれども、（４）の「本運営指針は」というところを、

「子育て世代包括支援センターや要保護児童対策地域協議会、調整機関」というふうにし

て加えていただきたいと思います。関係整理というところなので、そちらの方が方分かり

やすいかなと思います。 

○松本座長 要保護児童対策地域協議会ではなくて、「要保護児童対策地域協議会、調整

機関」とした方が方分かりやすいですか。 

○加藤構成員 はい。ちょっとポツを入れていただいて。要保護児童対策地域協議会もそ

うなのですけれども、調整機関というのが実態としてあるので、奥山先生のところにも書

いていただいているのですけれども。 

○松本座長 他に「趣旨・目的」のところでよろしいですか。 

○加賀美構成員 すみません。しつこく。冒頭の「今般の児童福祉法等改正において，市

区町村は」という主語にしておりますので、ここのところは対象をもう少し明確にして、

「区域内の全ての子ども」とうたった方が方分かりやすいというか、インパクトがあると

いうか、そういう理解が深まるのではないかとあえて思ったので、「区域内の全ての子ど

も」というふうにつないで、そういう言葉を入れていただいた方が良いかなと私は感じま

した。 

 条文だから、ここのところはむしろ運営指針としてはそういうニュアンス、メッセージ

を強くした方が良いのではないか。 

○松本座長 今のは最初のところですか。 

○加賀美構成員 はい。 

○松本座長 それは御意見として伺って、また検討するということで。 

 他に「趣旨・目的」」のところでよろしいですか。 

 最初のところに関わって、コミュニティー・ソーシャルワークというのは、地域での資

源を開発していく、あるいは組織化していくということも含むという観点は御意見が出た

ので、それは重要な点だと思いますので、そこも含めて議論をする。 

 これは個人的な意見になりますけれども、ソーシャル・キャピタルという言葉がちゃん

とこなれているかどうかというのは、意味するところはあれですけれども、その用語自体

は厳密には論争的かなと思っているので、積極的にその言葉を使うべきだという御意見で

あれば、そこは整理をしなければいけないと思いますけれども、そういう観点でというこ

とであれば、そこは全体の了解かと思います。最後にまた改めて全体を通してここにまた

返るということであれば、そういうふうにしたいと思います。 

 続いて、２ページ目の「実施主体」の方に行きます。ここの点で何か御意見はあります

でしょうか。 

 私の方から１点いいですか。「実施主体」の２行目の「ただし、市区町村が認めた社会

福祉法人等」とある、この「等」はどこまでを含むと考えるかというのは大きいと思うの
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です。ここは私のイメージでは、基本的には営利企業のことを想定していないのですけれ

ども、「等」というふうにしたときにいかがですか。ここはどういうふうな範囲を含むか

というのは議論なり、御意見を出していただいた方が良いように思います。 

○新澤構成員 私は社会福祉法人でこのような業務を担っているのですけれども、恐らく

「等」にしているというのは、例えば社会福祉法人というふうに限ってしまうと、それに

見合うというか、適合するようなものが例えばなかったというときに、それは委託という

ものを諦めれば良いのかもしれないのですけれども、そういった意味で幅広にしてあると

いうか、含みで置いているというのが基本的なことなのかなと思います。限定することに

よってある程度の担保もできますけれども、縛りにもなるので、個人的には社会福祉法人

というふうにしてもらったら良いなと思いますけれども、そういうふうに限定してしまう

のもどうなのかなと思います。ただ、どこまで含むのかというのは、なかなかそこは自分

としては難しいと思います。 

○奥山眞紀子構成員 おっしゃるとおり、かなり広がりを持って良いのだと思っているの

ですけれども、そこのところで、多分これはガイドラインとかマニュアルの方に入ってく

るのだと思うのですけれども、守秘義務をどう担保していくのかとか、そういったことは

どう相手と取り交わしていくかみたいなことが書かれれば、少し広がりを持っても良いの

かなと思います。 

 だから、社会福祉法人というのはあまりに狭過ぎるので、これは書くのが良いのかなと

思うぐらいなのですけれども、NPO法人でいろいろなことをやっているところもあれば、例

えば児童家庭支援センターを医療法人に任せて、そこに一時保護という業務を委託という

のもあるかもしれないですし、いろいろなことが考えられるので、だから「等」にはいろ

いろなものが入りますよ、広がりがあって良いですよという思いで良いのではないかなと

思います。 

○松本座長 私も別に「等」で良いというか、社会福祉法人に限定しないで、いろいろな

地域の資源を活用するということが大事だと思いますけれども、営利企業のようなことを

イメージするかどうかとなると、そこは私は違うのかなと個人的に考えているものですか

ら、あえてそこは皆さんのお考えを伺いたいと思います。 

○奥山眞紀子構成員 私もあまりよく分からないのですけれども、例えば家事援助などの

本当に部分的なことをお願いする場合に、営利企業みたいなのが入ってきてもおかしくも

ないかなと思います。送り迎えのところをお願いするときに、何かそういうことで営利企

業ができていたら、それでも良いかぐらいの感じはするので、あまり狭めない方が良いか

なと思いました。 

○松本座長 他にここはいかがですか。 

○新澤構成員 恐らくこの文言で制限するというのはなかなか難しいと思うので、むしろ、

私は最初のところでも、委託をするときのガイドラインといったものがあるという前提な

のですけれども、当然委託というときは、指針の中では民間の力をというような意味もあ
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りますけれども、現実の現場では、人材もそうですけれども、経済的な問題というのでし

ょうか、予算の問題というと、どうしてもプロポーザルとか競合していくときには安くあ

げるみたいなことが出てきてしまうので、そういったことは避けるべきだというのがあっ

て、どこがやるかというよりも、あくまでも非常に公的な意味合いの高い仕事だと思うの

で、その辺をどういうふうに担保するのかという方に重点を置いた方が良いのかなと思い

ます。 

○松本座長 ありがとうございます。文言の修正というよりも、今御発言がありました、

これは市町村が責任を持っている公的なところなのだという原則で、それを実施するとき

にいろいろな資源を活用していくという基本的なことなのですけれども、そこのところは

議論で確認しておきたいという趣旨です。 

○北村構成員 豊橋市の北村です。 

 業務の一部を委託するといったときの一部の中に、例えば職員をどこかの団体から派遣

してもらって、相談業務に特化した支援員を置く、そういった方の場合ですと、行政人事

異動があるのですけれども、ある程度の団体さんに職員さんをお願いしてしまった方が、

同一の相談員がずっと関わることができるということも考えたりすると、ここの業務とい

うのにそういう人材を持っているような団体に職員を派遣してもらって、そこの相談業務

だけは委託するということもできるのかもしれなくて、それが良いのかどうかというとこ

ろはあるのかなとは思うのですけれども、人材についてはそういう柔軟な活用ができるよ

うになるのかなと思います。 

○松本座長 他にいかがですか。 

○鈴木構成員 ガイドラインでこの「等」を軽く決められるというか、大きい方針かなと

すごく思うのですね。自治体現場としては、営利企業を使って良いのか悪いのかというの

はすごく大きな判断になってきて、文科省的な流れで、今までも法人的に認められていな

いけれども、厚労省関係で保育では認めたという、あの経緯とも絡んできていて、今回か

なりセンシティブな情報で、自治体現場はどれだけ個人的な情報を出さないかというのを

すごくやってきて、要保護児童対策地域協議会で初めてそこで解除するということをやっ

てきていて、ではここの「等」というのを、今座長がおっしゃったように、何もコメント

なしで自治体任せというよりは、ここに何かしら※印でも入れて、「等」のときに厳格な

個人情報を扱っているので、その旨のちゃんとした担保が必要になるとか、その辺のチェ

ックが完全にされない場合には委託はできないのだよというのを入れ込むことは、これは

もう出てしまったら、その人の一生の問題であって、あの人が虐待云々と、地域で生活が

できない話にもなってくるので、例えば営利企業がいろいろな自治体でこういうのを請け

負いますという形で展開をされて、どこでもという形になってしまった場合は、私たちが

今までやってきた虐待でいかに地域でそういうのを漏らさないようにやるかというのと、

ここは一気に外れてしまうので、注意は※印でも何でも書く必要はあると思います。 

○松本座長 いかがですか。今ここで出ている御意見は、１つは地域の実情に合わせて地
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域のリソースを使っていくということは積極的にするべきだろうということと、もう一つ、

今、鈴木構成員がおっしゃったように、前提として公的な仕事で自治体が責任を持つとい

うことをきちんとさせましょうという趣旨での法改正と制度設計なので、そこを基本にし

ていかないといろいろなことが危惧されるので、個人的にも同感ですので、今の御発言は

そこはきちっと最初の段階で書き込んでおくという趣旨だと思います。最初の段階に書き

込んでおくということですので、そういうことは方向としては皆さん御異論はないかと思

いますけれども、よろしいですか。 

 他に、この実施主体のところで修正点は。 

○渡辺構成員 今の議論に合わせて、今回ここに赤く書いていただいているところが気に

なっております。確かに「顔の見える、切れ目のない連携、構築を行う必要がある」とい

うのはあるのですけれども、そこよりも、今議論になっていたように、「情報管理、家族

アセスメントに必要な情報が柔軟な提供されるように保障されること」ということですと

か、「責任の所在、情報管理体制についての担保」といったことをしっかりとここの中に、

市町村の責任なのだということでうたっていただければ、より安心かなと思って発言させ

ていただきます。 

○松本座長 分かりました。今のは修正提案ですね。「顔の見える」という抽象的な表現

ではなくて、具体的に情報の管理、あるいは協働のアセスメントがし得るような形の連携

構築、そういう観点を具体的に入れるということですね。 

○渡辺構成員 はい。 

○松本座長 今のも御異論がないところかと思いますけれども、よろしゅうございますか。 

 それでは、次の「３．対象」に進みたいと思います。また実施主体のところでも御意見

があればさかのぼるというふうにしたいと思います。 

 「３．対象」のところですけれども、１つはコミュニティー・ソーシャルワークという

言葉をどうするかというのは、前にもうお話が出ているところですので、それは全体を通

して、注をつけるなり、言葉を整理するというふうにしたいと思います。 

 他に何か御意見がありますか。奥山先生の修正提案がたしか。 

○奥山眞紀子構成員 先ほどお話ししたように、「重点的に行う」と言うと、この業務が

重点になってしまうので、ここに書いてあるように、私の方の差しかえ資料という、何回

か差しかえてすみません。 

○松本座長 右肩に「資料６（P60～P64）差替資料」とあるものですね。 

○奥山眞紀子構成員 はい。そこの２ページ目、61ページになるのですけれども、「なか

でも、今般の児童福祉法改正を踏まえ、要支援児童若しくは要保護児童及びその家庭又は

特定妊婦等を対象とした４（２）の業務について強化を図る必要がある」というふうにし

た方が良いのではないかなと思いました。 

○松本座長 「重点的に行う」ではなくて、「強化を図る」という表現に変えてはどうか

という提案ですね。 



- 18 - 

 

○加賀美構成員 「特に強化しなければならない」を外して、「重点的に行う」を「強化

を図る」に変えた。良いのではないですか。 

○松本座長 私も「重点的に行う」という表現は誤解を招かないかという危惧はありまし

たけれども、今の修正提案ですが、他にここについてはいかがですか。 

○加賀美構成員 そうする方がよいと私は考えます。 

○松本座長 他はいかがでしょうか。表現はこういうふうに修正するということで確認を

して、次に入ってよろしいですか。他はこの「３．対象」のところでいかがですか。他御

意見があれば。 

 それでは、今のところは修正する、子どもも変更するというふうにして、「４．業務内

容」の方に移っていきたいと思います。 

 「４．業務内容」のところについて御意見等がありましたら、御発言いただければと思

います。追加資料を出していただいた方も、この追加資料についての個別の御説明の時間

をとっておりませんので、関連するところがあれば積極的に御発言いただければ。 

 どうぞ。 

○後藤構成員 後藤です。 

 構成員提出資料の65ページに、細かい点ですけれども、２点修正案を載せていますので

ご覧ください。 

 １つは、「①実情の把握」のところで、先ほど加賀美先生から目的のところで御発言が

あったのとかぶるかもしれませんけれども、冒頭部分ですけれども、「市区町村内に所在

するすべての子ども」というふうに、要は管内の子ども全てを網羅的に把握するという趣

旨を加えた方が良いかなと。 

 あわせて末尾部分にも、「把握を行う」の前に「常に継続的に」という文言を入れてい

ただいて、要は管内にいる子どもを網羅的に、かつ時間的にも継続的に把握するというこ

とで、補強的な文言にしていただくとありがたいかなと思っています。 

 一つ思い浮かべたのが、「所在する」と書いたのは、所在不明になる児童も含めて、や

はり所在を時系列でずっと追っていくということが必要かなと考えたところです。 

 もう一点は、「③相談対応」のところですけれども、ここに相談受理、新たな情報提供

の受理、通告の受理があるのですけれども、新たに加わった児童相談所からの送致を受理

して行う対応も、漏れたのかと思っていますけれども、ここに書き加えた方が良いかなと

思った次第です。 

 以上です。 

○松本座長 １点目の御対応については、先ほど加賀美構成員からの御提案の同じ趣旨で

すね。ここは住民登録しているという意味ではないですね。その子がいるという意味です

ね。例えば住民票がないとか、例えばたまたまそこにいて登録していないという子どもも

含んでという意味で所在ということですね。 

○奥山眞紀子構成員 私も実を言うと、自分で直しておきながら、来る電車の中で一つ忘
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れていたと思いついたのが「送致」だったのですけれども、送致は全体の方に入るのか、

要保護、要支援の方に入るのか、どっちかなというのを、今のお話を聞いていて思いまし

た。児童相談所から送致があったものに関しては、私はどっちかというと要支援対象ぐら

いのイメージでやるのかなと思っていたのですけれども、その辺のイメージはどうなので

すかね。そこのところは一つ確かに入れなければならない。私の修正にも入っていないの

です。 

○松本座長 送致のところは次の議論にして、「管内に所在するすべての子ども」という

ふうにして、対象を強く指定するということについては趣旨はよろしいでしょうか。 

○加賀美構成員 後藤さんは家庭も入っていました。 

○松本座長 分かりました。「継続的に行う」というふうにしてということも含めて、こ

れはよろしいですね。 

 では、この点はそういうふうに改めていくということと、もう一つは今送致のところで

すね。どうぞ。 

○奥山眞紀子構成員 その前に少し私の方から修正提案をさせていただきたいのですけれ

ども、「④総合調整」のところですけれども、確かに調整は大きいのですが、支援を実際

に行いつつ調整をしていくのだよというところがあっても良いのかと思って、ここに「支

援を行うとともに」と入れたらどうかなと思いました。 

 それから、「重点的に行う必要がある業務」というと、先ほどお話をしたように、ちょ

っと話が違ってくるかなと思うので、ここは「要支援児童等・要保護児童への支援業務」

ということで良いのではないかと考えたのです。 

 そうやって見てくると、１つは市町村に通告があった場合に、やはり安全確認などをし

なければいけないと思って、ここにつけ加えさせていただきました。これの書きぶりがな

かなか難しかったのですけれども、まずは危機対応をしなければいけないかどうかを判断

して、必要に応じて、今度はさっきの送致と逆で、児童相談所に送致も考えなければなら

ないでしょうし、そういったことをまず考える必要があるでしょう。その上で、今度はニ

ーズに合わせた支援のところが先ほどの事務局から出していただいた調査とかアセスメン

トとが入ります。ただ、調査とアセスメントが割と混在していたと思うので、その辺をも

う少し上手く書けたら良いかなと思って、私なりに少し直してみました。 

 もう一つ大きかったのが指導、措置のところです。指導、措置というのは、この間のコ

アメンバー会議でも話が出たように、あくまでも行政処分としての27条１項２号の措置、

つまり福祉司指導の措置をとるのは児童相談所ですよね。そこは明確にしなければいけな

いと思うのです。措置をすることまで市町村に委託されているわけではない。措置するの

は児童相談所であり、その上で支援というか指導と言われるものの内容を委託していると

いうふうに考えなければならないと思います。そこを明確にした書き方で、しかも市町村

が分かりやすく書かなければいけないので、例として支援を受け入れられないような親御

さんに対して、児童相談所が行政処分として福祉司指導の措置をかけて、そして市町村が
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支援に入るというような形でまとめて書いたらどうかということで、修正してみました。 

○松本座長 確認をしたいのですけれども、今、奥山先生の修正の提案は、資料６の差し

かえ資料の運営指針案ですね。これの青い字で書いてあるところが修正提案という理解で

よろしいですか。 

○奥山眞紀子構成員 はい。 

○松本座長 分かりました。 

 そうすると、今、後藤構成員から、相談対応について送致の対応受理というところがあ

りました。もう一つは、それはどこに含むのが良いのかということで議論しなければいけ

ないということと、もう一つは、奥山構成員からの御提案は、（１）「④総合調整」のと

ころに「支援を行いつつ」ということで入れたらどうかということ。あるいは、先ほどの

ところと関連して、（２）のところの「重点的に行う」というのを「要支援児童・要保護

児童への支援業務」というふうに明確にしてはどうかということと、初期対応も含む危機

対応で、用語も含めてですけれども、そこの入り口のところをきちっと書き込むようなこ

と等々、調査のところ、あるいは⑤のところでの行政処分、児童相談所が措置をしている

のだということをもう少し明確に書くという趣旨の御提案かと思います。 

 他にいかがですか。今出ている論点についての御意見ということでもよろしいですし、

また新たな論点ということでも。 

 まず、１個ずつ。（２）の「重点的に行う必要がある業務」というのは、「要支援児童・

要保護児童への支援業務」とした方が明確ではないかというところは、私もそういうふう

に書いた方が誤解がなくて良いかなと思うのですけれども、これはよろしいですかね。 

 では、ここは確認をするというふうにしたいと思います。 

 他の論点でいかがですか。お願いします。 

○北村構成員 ４の（１）「①実情の把握」なのですけれども、全体的に全ての子どもと

家庭ということで、児童福祉法の中で18歳までのお子さんというのをイメージした中に、

「実情の把握」で、ここに「保育所、幼稚園等に在籍していない乳幼児を含む」という言

い方が、ここが就学前のお子さんに特化しているような拠点のイメージがすごく持たれる

なというところがあって、若者支援とかそういったところでは、中学校の進路未決定者の

把握をどういうふうにするかというところは結構問題であったり、高校生の不登校や10代

後半のひきこもり、要保護児童、そういったところの支援というのも、現状では手薄なと

ころがあるのではないかと思うと、このあたりの表現でここの拠点というのがすごく乳幼

児に特化されたようなイメージを持たれてしまうところではないかと思いますので、10代

後半の要保護、要支援児童も含まれるような読み取りができるものが必要かなと思います。 

○松本座長 確かにそのとおりかなと、今私も思いました。特に不登校状態のまま中学を

卒業した子どもさんとか、その後の所在の確認がなかなか難しいということも現実問題と

してはあるかと思いますので、それを列挙していくとまた逆に大変かと思いますので、む

しろ最初の後藤構成員が御提案のように、「管内に所在する全ての子ども」というふうに
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しておいて、そこの列挙はむしろ避ける方が、あるいはもし列挙するのだったら別立てで

やる方が良いかもしれないです。 

 どうぞ。 

○奥山千鶴子構成員 利用者支援の方も、１つ前の「３．対象」のところに、幅広だけれ

ども、特にこの年齢層をみたいな書き方もあると思いますので、「３．対象」のところに

もう少し書き加えるというやり方も、今の御意見を踏まえてあると思ったのですが、いか

がでしょうか。 

○松本座長 どうでしょうか。対象のところで特に重点的年齢層というイメージは私はな

かったのですけれども、逆にそういうことが良いのではないかという御提案ですが、それ

について御意見はいかがですか。私はあまり年齢を絞らない方が良いような気がします。

ただ、具体的にこういう場合が特に漏れやすいですからということは、どこかで例示があ

った方が良いかもしれませんけれども、ここに書き込むと、そこに特化されるおそれはあ

りますね。 

 他はいかがでしょうか。 

 では、今の御提案についてはそういう形で、この例示は抜いて、むしろ「所管内に所在

する全体の子ども」ということで強調するというふうにしたいと思いますが、よろしいで

すか。 

 他はいかがでしょうか。どうぞ。 

○北村構成員 確かに列挙してしまうとよくないのですけれども、その後に予防接種とか、

こんにちは赤ちゃんとか、そういった母子保健事業に基づく状況とか、そういった部分も

全体の全ての子どもなんだというところで見ると、本当に母子保健事業とのつながり、子

育て世代の包括支援センターとのつながりというところが、論点としてはすごくクローズ

アップされていて、10代後半、少しこだわってしまうのですけれども、15歳以降、16歳、

17歳といったところの支援というのが、全体的に読み取ろうと思えば読み取れる形にはな

っていると思うのですけれども、少し特化されている部分もあるのかなと感じます。 

○松本座長 そうですね。そうすると、むしろ「①実情の把握」のところを、母子保健ベ

ースの議論だけではなくて、例えば学校教育とか、保育であるとか、あとは学校との関わ

りで見えてくることということも、同じようなトーンで書き込むという方が良いかもしれ

ませんね。特に不登校、あるいは中退学を含んで。 

 他はいかがですか。どうぞ。 

○奥山眞紀子構成員 「①実情の把握」と「③相談対応」と「④総合調整」ですけれども、

どちらかというと、子ども家庭支援全般に関わる業務の下に、もう少し全体を見るのだと

いう趣旨を入れて、その中で「実情の把握」「相談対応」「総合調整」を入れていった方

が良いのではないかと思います。 

 その中で私は重要だろうと思ったのは、先ほどの北村構成員からのお話もあったように、

地域での自立支援がとても重要だろうと思うのです。そういう意味でも、実情の業務とい
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うところになかなか入りにくいのですけれども、生まれたときから自立支援までの縦軸の

ことも、そういう支援の流れがあるのだというようなことを全般の業務の下に何か１つ文

章を書き加えて入れたらどうかなと思います。 

○松本座長 そうですね。今のは「４．業務内容」の「（１）子ども家庭支援全般に係る

業務」というところで、①と入る前ということですね。①に入る前に何行か前書きのよう

なことがあって、それで①、②とやっていくと分かりやすいのではないかということです

けれども、そういう方向で文言を検討するということでよろしいですか。確かにその方が

①から④のところがはっきりすると思います。 

 そうすると、（２）はいかがですか。重点的にというところで、奥山構成員からの提案

は、危機判断と対応として、最初の入り口のところをもうちょっと独立して書いたらどう

かという御提案です。ここについて御意見はいかがでしょうか。 

 通告があったときどうするかという話をちゃんと書いておこうということですか。 

○奥山眞紀子構成員 はい。通告と、今度は要支援の情報提供が関係機関からあるわけで、

そのときやはりきちんと聞き取って、危機的な状況なのかどうかをちゃんと把握しなけれ

ばいけないのではないかなと思って入れました。安全確認とかはすることになっているわ

けなので、ここにきちんと入れておいた方が良いのではないかと思いました。 

 ただ、そこでちょっと悩んでこんな長い書き方になったのですけれども、要保護児童の

場合は児童相談所への送致で済むのですけれども、妊婦さんがおなかをたたいて何とかお

ろそうとしていたり、自殺したいと大騒ぎしていたときにどうするかとなると、それは児

童相談所ではないのだろうと思って、それで関係機関と連携しながら危機対応をするとい

う書き方にしたのですけれども、その辺は難しいなと思いました。 

○後藤構成員 今のお話だと、特定妊婦についても、少なくとも大分では妊婦の段階から

児童相談所が受けていますので、別に差し支えないかなと思います。 

○渡辺構成員 特定妊婦に関してはやはり保健師が発言しなければいけないかなと思って、

今、発言させていただきます。ここにいる２人とも、うーんというので、全国的にそうだ

と思いますが、おなかに赤ちゃんがいる状態で児童相談所の方の対応は現実的には難しい

です。市区町村の保健センターに連絡があり、そこでの情報提供を得て、協議しながら進

めていく。 

 妊婦さんの場合、医療機関からの連絡は児童相談所にはまず行かないですね。ほぼ市区

町村の母子保健担当部署の保健師宛てに直接入ることが多いですので、ここの部分に関し

ては市区町村の保健師がしっかりしていかなければいけないところであり、かつ、精神保

健に関しても、保健師は基礎教育の中でしっかり学んできていますので、基本的な理解は

子どもの虐待に関わる専門職の中ではしっかりあるかなと。 

 それとあわせて、今国の方でもやっておりますが、自殺対策に関しても、保健師がかな

り手を入れて取り組んでいるところですので、精神保健絡み、そしておなかの中に赤ちゃ

んがいる状態の特定妊婦さんということになれば、ここは市町村の保健師さんが取り組む
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べきところになってくるのかなと思います。 

○後藤構成員 一義的にというか、最初に受けるのは多分そうだと思うのです。先ほどの

話は児童相談所への送致の関係だったので、送致とするかどうかは別にして、児童相談所

ももう早期から一緒に関わるということは必要だと思うのです。例えば生まれた後に特別

養子縁組を想定した里親委託をするということもあるでしょうし、生まれてすぐ分離をす

るということも当然あるわけですから、そういうことは想定しておいて良いかなという趣

旨でした。 

○松本座長 今の御発言は特に矛盾はしないと思います。基本的に地域ベースでやるとい

うことなので、そのときに特定妊婦さんは母子保健なり保健師さんが中心になるだろう。

ただ、そこで児童相談所は知らんよという話ではなくて、必要に応じて、その後のことも

見越して協働するということは当然あり得るし、そうでなければならないという観点の御

発言かと思います。 

○渡辺構成員 そこで、今、里親さんのお話が若干出たので、話が広がってしまうかと思

うのですけれども、実際、特定妊婦さんで産んだ後、お子さんが育てられないという形の

妊婦さんはかなりの割合に上ります。そういったときに、できるだけ早期に養育環境を整

えるという意味では、乳児院とかそういうところを経ないで、個々の親御さんのもとで育

てられる環境を用意していくというのは一方ですごく必要かなと思っています。 

 児童相談所を経由してしまうと、早期の里親さんへの預けというのは体制としてまだ十

分にとれていないものですから、相談の内容によっては、民間の団体のお力をかりてとい

うことが起こっている現実ということも、今後はやはり少し検討が必要なところかなと、

特定妊婦さんの支援の中では強く感じているところであります。 

○奥山眞紀子構成員 多分、今、渡辺構成員がおっしゃったのは、里親ではなくて特別養

子縁組のことかなと思います。特別養子縁組のあっせん団体を経由すると、児童相談所は

経由しないですよね。産科の先生方の中であっせん団体も兼ねているような先生方も出て

きているので、そういう意味では全部が児童相談所を通らない可能性もあるのかなとは思

います。 

○松本座長 多分地域差もかなりあるということと、今後、特別養子縁組の枠組みをどう

するかというのは、もう一つ別の大きな論点かと思いますので、ここのワーキングでそこ

を議論し始めると大変だなと思いますので、そういう問題の御指摘があったということで。

ただ、特定妊婦さんの支援ということに関して言うと、保健師さんをベースにした市町村

ベースでの支援が基本にあって、ケースによって児童相談所も関わるという、ある意味当

たり前のことですけれども、そこは確認をしておきたいと思います。 

 他のところで、この業務内容について。 

○奥山眞紀子構成員 先ほどのはどう決着すれば良いのかなと思ったのですけれども、児

童相談所からの送致をどこにどう書き込むか。 

○松本座長 そうですね。どこにというのは、要支援のところか。全体のところですかね。
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後藤構成員の方は。 

○後藤構成員 私が御提案したのは、ひとまずは「③相談対応」のところに置いて、その

上で奥山先生のように危機対応のところにも重複して置いても良いかなという気はします。

そうしませんと、通告も要支援児童等の情報の提供も、要保護児童、要支援児童のところ

になってしまって、③のところは相談対応しか残らない。それで良いのかなという気もし

たのです。 

○松本座長 両方に置いたらどうかという御提案ですね。この点については、御意見はい

かがですか。 

 今の後藤構成員からの御提案で特に御異論がないようでしたら、そういう方向で最後の

まとめの方で整理させていただければと思います。 

 他はいかがでしょうか。 

○鈴木構成員 送致、委託のところで、奥山構成員が出されたのと、もとの資料とを見比

べていて、基本的に私も一番危険なのがキャッチボールで落ちてしまう事例だと思ってい

るので、ここのところを書き加えてほしいというところで、今回赤字で書かれているので、

かなり補充されたという認識ではあるのですね。ただ、奥山構成員のだと64ページで、今

日配られた案だと４ページのそれぞれ⑤のところで、奥山構成員が先ほど話されて、青で

書いているみたいに、行政処分の主体がどこなのかというところは明確にしてほしいなと

いうところで言うと、青字のところを前提にしていて、もうワンクッション欲しいのは、

行政処分の主体は児童相談所なので、児童相談所がそれなりの資料を提示して説明をする

という文言を、アの段階、イの段階、ウの段階とありますが、どこかしらに入れてほしい

なと思います。 

 奥山構成員のウのところで、「前に」が削られてしまっていて、「協議を行い」になっ

ているのですけれども、このところは「前に」というところは絶対に落としてほしくない

なと考えております。 

○松本座長 当初資料の４ページの赤で書いてあるところですね。奥山構成員の提案では

紫になって消えているところですね。奥山構成員の紫は消しているところですね。残した

方が良いのではないかという御提案ですが、それはそうだと思いますね。 

 もう一つは送致、ここで言うと、児童相談所が措置をした責任があって、基本的に主体

になるということはこの中にもより明確に書くようにということですね。 

○高松構成員 児童相談所が適切にということで、行政処置を背景にということですけれ

ども、ここの文言についてはあった方が市町村にとっては。 

○松本座長 ここの文言というのは。 

○高松構成員 奥山先生が書いたところですけれども、行政処置を背景に児童相談所のも

とに置いて行われている支援だということが明確に書かれてあり、すごく分かりやすいか

なと思います。市町村が安心すると思います。できれば、介入というところにおいても、

支援を適切に受けられる親については市町村がもう入っているのですけれども、支援を適
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切に最初から受け入れられないような家庭についてというところで、介入についても児童

相談所の行政処置というところがもうちょっと加えても良いのかなというのを個人的に思

っております。 

 以上です。 

○松本座長 後段のところをもうちょっと御説明いただけませんか。私はまだ意味が上手

くとれなかったので。 

○高松構成員 ⑤のところです。先ほど、奥山先生が青字で訂正されたところなのですけ

れども、「支援を適切に受け入れられない親などに対して、児童相談所の措置という行政

処置を背景に行われる支援である」というところが、そこは市町村にとってはすごくあり

がたい内容だなということで発言させていただきました。 

 また、介入というところもあると思うのですけれども、支援を適切に受け入れられない

親というのは介入の難しい親なので、そこも児童相談所の行政処置みたいな文言があると、

市町村はより入りやすいのかなと考えていたところです。 

○松本座長 介入という言葉を入れるという意味ですか。おっしゃっている意味は分かっ

たのですけれども。 

○高松構成員 だから、そこがあると市町村はすごく安心するなというところで発言させ

ていただいたのです。 

○奥山眞紀子構成員 だとしたら、例えば「支援を適切に受け入れられない親や強い介入

が必要な親に対して」という言い方にした方が良いのかもしれません。親というよりは家

庭に対してとした方が良いですかね。 

○松本座長 そうですね。そういうふうにした方が良いかもしれませんね。 

○奥山眞紀子構成員 すみません、私、間違えました。青字の２行目の「行政処置」と書

いていますが、「行政処分」です。 

○松本座長 介入という言葉はちょっと幅が広いので、介入という形で書くと、それはま

た逆にどういうことを含むのかというのは。 

○高松構成員 すごく悩んだところではあったのですけれども、現場にとってみたら、児

童相談所の介入というのはすごく重要です。もちろん市町村が何もしないでそのまま丸投

げして、児童相談所に入ってというのではないのが前提ではありますが。 

○松本座長 児童相談所もちゃんと家庭に権限を持って入ってくださいねという話を書い

ておこうということですか。 

○高松構成員 はい。 

○奥山眞紀子構成員 分かりました。さっきのは取り消して、児童相談所も介入的な対応

をしているところに支援として市町村が入るということもありますよねということなので

すね。その辺のことを上手く書ければ良いかなと。 

○松本座長 分かりました。言ってしまうと、ぶん投げられるのではないということです

よね。よろしく、あとは知らんよと言われても困ると。それはみんな危惧しているところ
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だと思いますので、むしろ一緒に取り組んで協働するというときに、支援的な関わりをし

ながら、児童相談所がもうちょっと権限を持った形での強い関わりを一方で行うというケ

ースはあるということをきちっと書く。 

○奥山眞紀子構成員 イのところで、私としては上手く親が支援に乗らないときに、また

児童相談所が出ていって、ちゃんと支援に乗りなさいねと言わなければいけないというつ

もりで書いたのですけれども、それだけではなくて、その親に必要な児童相談所の介入と

並行してやるのだというところをちゃんと書き込んだらどうかなと思いました。 

○松本座長 そうですね。並行して協働してやるということですね。あっちからこっちに

ぽんとバトンタッチされるのではなくて。 

 趣旨は大体皆さん了解されたと思いますので、その点の書き方については。 

○竹中虐待防止対策推進室長補佐 事務局から１点だけ。奥山構成員が追加していただい

た62ページから63ページの通告とか関係機関からの情報提供があった場合の対応で、これ

に追加して書くことは非常に良いと思うのですけれども、実際にこの手順とか対応につい

ては、これから年度末までにまとめていくガイドラインの中に、要は新たな指針の中に具

体的にいろいろと書いていくことになるので、これはあくまで設置運営要綱ですので、ど

こまで具体的に書くかという書きぶりなり、文言は調整させていただければと思っていま

す。 

○松本座長 いずれにしても、これは市町村の援助指針も改定するという中にも、今ここ

で出ているような議論はきっと書いていく、生かしていくということが前提だと思います

ね。むしろこれは一旦案としてまとまったときに、次の議論としてそこはもう一度という

か、ワーキングの次の大きな仕事ですので。ただ、今の段階で御発言いただくことはとて

も大事なことだと思います。 

 他はいかがでしょうか。どうぞ。 

○山本内閣官房内閣審議官 追加ですけれども、今、この奥山先生の方の64ページの修文

でございますけれども、今日の御議論を踏まえて、また御相談させていただきながら修文

作業をやっていきますが、一方で、今、奥山先生の案では消えている部分の中で、特に市

町村でこういうことはやっていただきたいという観点から残しておいた方が良い部分もあ

るかもしれませんので、これはまたよく検討させていただいた上で、全体の調整をさせて

いただければと思います。 

○松本座長 ただ、御提案の趣旨はきちっと児童相談所が責任を持っていることで、ぶん

投げるのではなくて協働して行うような趣旨なのだということは御異論はないと思います

し、そこを生かす形で書き込むということは全体の方向として御異論はないかと思います。

そこはよろしゅうございますね。 

 どうぞ。 

○新澤構成員 この話の前段で、対象の年齢層のイメージの話が出たのですけれども、現

実の現場の中では、例えば19歳、二十というか、終わるというか、終結というような部分
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に関していろいろな課題があるかと思うのです。ただ、それはガイドラインという中で適

切なところに移管するとかがあるのか、児童という枠組みを超えた中で継続していくとい

うことが考えられるのか、その辺はガイドラインのところで扱うという形になりますか。

現実の現場ではたくさんいろいろなことが出てくると思うのです。 

○松本座長 今のは大事な論点かと思いますけれども、個人的な意見としては、児童福祉

法の年齢を超えたところもカバーしていく、ちゃんとつないでいくということも含んでと

いうことはどこかにあった方が良いかなと、今の御発言を聞きながら思いましたけれども、

そこはアフターケアのところだけですので、関係機関との連携という中にそこをどうきち

っと書くかということですね。そこはいかがですか。 

○ 澤構成員 これも運営指針の中に入れるか、ガイドライン等の中に入れ込んでいくか、

細かい話ではあるのですが、現場の感覚として「④支援及び指導等」の最後に記録のこと

が書いてあって、「管理・保管する」というふうに整理されているのですけれども、実際

の業務の中では、中には特定妊婦から始まって、18歳で切るのか、20歳で切るのかという

のはまたいろいろ議論があるところではありますが、いずれにしても、この拠点の中で、

例えば保育園、小学校とか中学校という大きなくくりの中で、子どもの過去の情報が漏れ

ること、引き継がれないことというのは非常に大きくて、子どもにとって、例えばゼロ歳

のときに要保護に上がった、一旦閉じたのだけれども、また小学校になって上がったとい

うことはよくあることなのですね。そういうときに、ゼロ歳のときにその子どもに一体何

があったのかということは、小学校に上がったときにしっかりと還元されないといけない

というすごく重要な役割がこの拠点の中には日々あるなと思っています。 

 そういう意味で、保管・管理ということについて、責任を持って市町村が情報管理して

おくのだということを、一つの重要な機能として位置づける必要があるのではないかと思

っています。それをここの形でこういうふうに一旦は整理して、もう少しガイドラインの

中で細かく書くということは、それでも良いかと思うのですけれども、むしろそれは先ほ

ど奥山先生がおっしゃったように、縦軸でしっかり子どもを見ていくのだというところで

は、一本抜き出ししても良いのかなというのが現場の感覚としてはあります。 

○松本座長 大変重要な御指摘だと思います。そこは強調する。実際の現場のところで欠

けがちで、かつ必要なことだと思いますので、拠点ができるということを通して、きちっ

と情報が子どもの成長に合わせて伝わっていく、あるいは活用できるためにそういうこと

をやるのだよ、そういうことも大事だよということですね。 

○ 澤構成員 そうですね。あと、転居等をしても、そこの自治体に聞けばそのときの情

報があるということが非常に重要で、子どもの利益につながると強く思いますし、保護さ

れた後、子どもにあなたはこんなふうに大事にされたのだよということを返すようなこと

も実際あるのですね。もう少し大人になってから。そんなこともあるので、情報は子ども

のために還元されるということはすごく重要なことだと常々思っております。 

○松本座長 では、そこのところを含めて、もう少し明確な形でこの中に書き込んでいっ
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て、かつ指針のところにも入れていくということだろうと思います。 

 他はいかがですか。奥山先生。 

○奥山眞紀子構成員 どこにどう入れ込むのか迷う問題の一つが障害の問題なのです。障

害の問題をどこにどう入れ込んだら良いのかというのが私も判断がつきかねているので、

そこを考えなければいけないかなということ。 

 それから、先ほど来、縦軸の話も出ているのですけれども、小さな町村なんかだったら、

当然障害も老人も子どもも一緒に見ていくという方向にならざるを得ないのだろうと思う

ので、周りとの関係、他との関係みたいなのが後に出てくるのですけれども、そういう意

味でもその辺も少し視野に入れながら書いていった方が良いのかどうかという、２つ私が

今気になっているところです。 

○松本座長 １点目の障害、特に障害児のところについては、者も含めて、たしかこれは

意見書が届いているところも同じ趣旨かと思いますけれども、まだここでちゃんと議論が

できていない。でも、実務的にも実際に地域のリソースを考えても、そこは何か書いてお

いた方が現場の混乱がないかなとは個人的には考えています。 

 ２点目は趣旨が分からなかったのですけれども。 

○奥山眞紀子構成員 前に出していただいた、厚労省としても新たな社会福祉みたいなと

ころで、障害と高齢者と子どもはなるべく一緒に見ましょうみたいなのもあるし、小さい

ところではどうなっていますか。 

○松本座長 では、お願いします。 

○山本内閣官房内閣審議官 事務局からお答えしますと、今、奥山先生が言われた件につ

いては、地域における包括的な支援体制を作っていこうということで、従来の縦割りの対

象者だけでなくて、家族全体の課題を捉えて、高齢者でも、障害者でも、子どもでも、い

ろいろな困難を抱える人たちの対応をトータルに捉えていくという体制を作っていこうと

いうことで、「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部というのを夏から厚労省も立ち上

げて、今具体的な検討を行っているところでございます。 

 特に小さい規模だとその必要性も高まってくるかなとは思いますが、そういうことで、

子どもの相談機関においても、当然家族全体の、高齢者の問題であったり、障害者の問題

であったりというところも踏まえて、これは把握して他の機関につなげるか、場合によっ

ては将来的にはそこで支援も行える方策を考えていかなければいけないという議論を行っ

ているところでございます。 

 これは「我が事・丸ごと」で、近々というか来週になるかと思いますけれども、大体の

大きなビジョンというものを省として何らかのものを示さなければということで、今、検

討を行っているところでございますので、そこの中身を見ながら、少し書き加えられると

ころが出てきましたら、今回のペーパーの中にも少し盛り込んでいければと思っています。 

○松本座長 ２点目のところはそういうことです。ただ、これは趣旨として地域の子ども

に関連する施策をちゃんとまとめましょうというときに、子ども施策と大人施策はやはり
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切れがちになるということはどう考えるかということ。特に、家族の中に例えば病人がい

らっしゃったり、精神保健の問題があるときに、子どもの側がケアラーになっていくよう

なことも含めて視野に置いておかないとまずいかなと思いますので、その点をどういうふ

うに今後入れていくかということは大変大きな課題かなと思います。 

 もう一つ、障害児施策との関連で、特に地域のいろいろなリソースを考えると、どこに

書いたら良いかというのは別にして、そこについてもきちっと連携をとる、あるいは含み

込むという観点での議論は必要かなと思います。 

 井上構成員。 

○井上座長代理 そこのところはとても大切で、いかにしてそういう子どもさんたちが見

つかるかということをまず考えていく。それの一つは、母子保健の中の乳幼児健診とか、

そういった中で見つかってくる子どもさんが一群、そこでスルーパスされていたのですけ

れども、今度学校に入っていって、そこで気づかれて相談に乗ってくるというのが二群な

のです。ですから、基本を考えますと、母子保健の段階のところと学校保健のところ、こ

の２つのところでその方たちが見つかってきます。 

 見つかった段階で、ケアのところは現時点では、完全に発達障害のところは文科省の方

に長期フォローのところは移っているところがありますので、名前としましては特別支援

連携協議会というのがあります。それから、先ほど言いました障害者の施設推進協議会と

いうのは実は高齢者まで入っていまして、その中に子ども部会というところができて、そ

こに子どもが参入していっているという状況がありますので、そういったものとのすみ分

けをきちんと見ていくのが必要ではないかなと思っています。 

 以上です。 

○ 澤構成員 今、井上構成員がおっしゃってくださったとおりだと思うのですけれども、

現実的には出生のときからもう障害児であるというお子さんに関しては、これもまた障害

児施策のところで今議論されているところですけれども、すごく早期に家庭に戻す、地域

に移行するということが障害児施策として推進されていますので、現実的には地区の母子

保健の担当の保健師のところに病院から連絡が来る。連携しないで帰されるということは

まずないのが現実ですので、親御さんからか、もしくは病院から必ず母子保健の地区の担

当の保健師に連携がされます。 

 その後、障害者総合支援法の中に、児童福祉法と絡みながら、子どもの支援が障害サー

ビスとして提供されていきますので、母子保健で保健師が最初に病院等に行くときには、

障害の部分と一緒に退院前からサービスの調整をし、児童の計画相談の担当者もあわせて

退院前からカンファレンスをして準備をして帰してくる。今、東京ではそのようにされて

いることが多いかと思います。 

 ですので、その中で虐待のリスクというのはもちろん把握していきますので、そこは母

子保健というか、障害児というふうなことも含めて、子どものこの部門、今回、拠点の部

門と連携しながら、いろいろサービスを組み合わせて、全体的に市町村の中で支援してい
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くという仕組みが現実的にはもう進められているところだと思っています。 

 ただ、この７ページに「庁内の関係部局との関係」というところが赤字で今回つけ加え

られていますので、そこに福祉担当部局というところに障害福祉ということが書いてある

ので、ここに子どもということ、障害児ということもあわせて書き入れる程度のことぐら

いはしておいた方が良いかなと思いますけれども、あとはガイドラインのところでもう少

しきめ細かく書いておくと、市町村も動きやすいかなと思います。 

○松本座長 分かりました。今の御指摘も踏まえて、大人とのサービスの関係をきちっと

つけておくということと、障害児施策との関係をきちっとつけておくということはちょっ

と意識してもう少し強目に書くということで、今後の議論につなげていくということだと

思います。 

 それで、予定した時間はかなり延長しているのですけれども、重要な議論なので、もう

少しだけここに時間を割いて、３時15分あたりにはヒアリングに移るようにしたいと思い

ます。４時を若干回るということがあるかもしれませんので、御了解ください。４時を若

干回るとなると、集中力の問題もありますので、あの時計で３時には再開するということ

で、５分、ちょっとブレークを入れて、まだ重要な論点が残っていますので、この議論を

継続したいと思います。 

 

（休  憩） 

 

○松本座長 お約束の３時になりましたので、再開したいと思います。 

 進行でございますけれども、この場所が４時半から別の会議が入っているということで

すので、４時は若干超えると思いますけれども、そう長くは超えられないという状況とい

うことは御理解をいただきたいと思います。この後、岡山県の方から、いろいろな状況、

取組をお聞きする時間を確保したいと思いますので、３つ目の議題のところは少し時間を

当初の予定よりは短縮して、今後の進め方の確認というあたりで、今日のところはとめさ

せていただければと思っております。 

 ただ、今日の一番の大きなことは、運営指針案の確定でございます。それで、進め方で

すけれども、実はこの後コアメンバー会議が予定されていますので、ここで出た御意見そ

のものは、もう一度コアメンバー会議のところで整理をして、最終的に文言に書いていく

というふうになりますので、そこを含んで、場合によってはここはこういうふうな方向で

というふうにして出していただいて、方向だけを確認して、先に進んでいくというふうに

したいと思います。 

 今の支援内容のところで、他に御意見はありますか。もしあれば出していただいてとい

うことです。 

○加藤構成員 では、１つだけですが、５ページの（４）の②に養子縁組の家庭がざっと

来て、支援拠点は支援を行うと書いているのですが、具体的にはどういったことをイメー
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ジして書かれているのかということを教えていただきたいと思いました。市の方に情報が

入るといった意味なのでしょうか。かなり慎重にしないといけないことかなと思って、こ

の内容がちょっと分からない。 

○松本座長 養子縁組をしたら情報が全て入るのか、全てを対象にするのかということで

すね。資料の５ページの「その他の必要な支援」のところですね。 

○加藤構成員 子どもに真実告知をしてなくて、漏れたら大変ですよ。 

○松本座長 そこは確かに慎重にしなければいけないということも含めて、こういう書き

方で良いのかどうかです。児童相談所が里親と並べるのかどうかも含めてですね。御提案

としては、もう少しここは。 

○加藤構成員 丁寧に書いていただいた方が方分かりやすいなと。 

○松本座長 どういう場合にというようなことを。 

○加藤構成員 そうですね。 

○松本座長 分かりました。他はいかがでしょうか。趣旨は皆さん了解されていると思い

ますので、どういう場合にということは丁寧にということですね。 

○加藤構成員 もう一つ同じ、上の①ですけれども、「協議会の活用などにより」という

より、実際にもう既に実務者会議で定期的に審議されたりしているので、「活用（実務者

会議や個別ケース検討会など）」ときっちりと書いていただいた方が良いかなと思いまし

た。 

○松本座長 協議会というのをもう少し具体的に書くということですね。 

 他はいかがでしょうか。 

○北村構成員 先ほどの障害の相談のところですけれども、たしか28年３月に新たな家庭

福祉のあり方の提言の中で、児童相談所の障害の相談については、医療機関の方に心理判

定に移していって、障害の相談というのは医療機関の方で療育手帳の判定というか、そう

いったものもできるのではないかという御意見もあったかなと。障害の相談については児

童相談所から切り離していくようなイメージもあったかと思いますので、それをこの拠点

が担うのかどうなのかというところもあるのかもしれないのですけれども、障害の相談に

ついても、将来的にどんな形になっていくのかも踏まえて、ここの中で少し触れられるの

は良いかなと思いました。 

○松本座長 他はいかがでしょうか。今出していただいて、この後のコアメンバー会議で

少し検討させていただくという進め方にさせていただければと思います。 

 実は時間の関係で今の議論を一旦終えて、次のところに移りたいと思います。まだ大き

なところ、「５．設置形態等」「６．職員配置等」「７．施設・整備」「８．関係機関と

の連携」と残っていますので、そこについても全体の方向だけは確認しておきたいと思い

ます。 

○奥山眞紀子構成員 質問も含めてですけれども、虐待対応専門員の上乗せ配置という形

で書かれているのですけれども、全体の人数の上乗せで、虐待対応に限ってというわけで
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はないのではないかと思っているのと、ここを虐待の相談件数にするよりは、私は対人口

比で最低何人という方が良いのではないかなと思っています。人口比か子どもの人数。 

 というのは、どこまでを虐待相談ととるのだというのもあって、要支援までとるのかと

か、みんないろいろ考えてしまうところもあると思うので、ここはもう少し分かりやすく

してほしいと思います。もう一つ質問ですが、実際にどのぐらいの人数になるのか、今分

からないのです。例えば 澤さんのおられる渋谷区では、これだとどのぐらいの人数にな

るのかというのが分かれば教えてほしいと思いました。 

○松本座長 今、職員配置のところで御質問が出ましたので、設置形態の類型のところを

逆にして、職員配置のところからと思いますけれども、これは大きなことなのでどうしよ

うか。 

○竹中虐待防止対策推進室長補佐 資料の８ページに「（３）配置人員等」があります。

そこに、例えば小規模型Ａで子ども家庭支援員を常時２名とかありますけれども、そもそ

もの基本的な部分を児童人口に応じて何人という配置を考えておりますので、ベースの部

分は児童人口比で何人置きますよと。さらにプラスアルファで、これまでのコアメンバー

会議での議論がありましたけれども、こういった虐待の対応件数が多いようなところにつ

いては、さらに上乗せをして、しっかりと今回強化するべき部分については対応していか

なければいけないのではないかということで、これは児童相談所の配置標準の算定式を参

考にさせていただいて、プラスアルファ分については虐待対応のというところで考え方と

しては整理をさせていただいたということですので、基本分については児童人口でそもそ

も置いていただく。さらにプラスアルファで相談件数、こういったものでないと、全国的

な指標がないということもあるので、今回こういった提示をさせていただいたという趣旨

であります。 

○松本座長 相談件数でやるというのは、年によってかなり変動しますよね。そこの変動

にそれぞれの市町村がどういうふうに対応するのかとなるので、児童人口でやる方がすっ

きりする方が気が私はしますけれども、ここは大事な点だと思いますので、いろいろ御意

見をいただければと思います。 

 では、加賀美構成員、その後、加藤構成員。 

○加賀美構成員 これはまた全体のメッセージ性の話になるのですが、虐待に特化したよ

うな支援拠点というイメージが強調される危険性があるので、こういう分類の仕方で虐待

専門員みたいな表現そのものもあまり私は適切ではないと考えます。当然やらなければな

らないこととして出てくるだろうけれども、あえてそういうことを強調するということで

ない方が良いという意味で、虐待相談件数を基本にしてというよりも、子ども人口で割り

振っていくという考え方の方が健全だろうと私は思っています。 

 以上です。 

○加藤構成員 同じく、件数になりますと、過去に調査いたしましたら、同じ人口でも件

数が大幅に差がありました。ですから、人口の中でちゃんと働けるようなマンパワーを確
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保しておくというのが、やがて件数が増加するかもしれないという、均質にアップされる

という、そういった効果があるのかなと思います。 

 もう一つ、この職員配置等と関係してくるかなと思うのですが、この職員は専門職だけ

かということです。行政職というか事務職の人も、予算の関係とかいろいろな書類作成な

どで能力が高いですので、そういう人たちをどこかに書いていただきたいと思います。 

 それと、「６．職員配置等」のところで、これはミニマムであるということをどこかに

明記していただきたい。この計算式でいくと、既にこれを超える自治体もあると思うので

す。そうすると減らされるのです。ですから、是非これは最低限というふうに言っていた

だきたいと思います。 

○奥山眞紀子構成員 人口比というのはどこに書いてあるのですか。児童人口何万以上と

区切っているという意味ではないですよ。人口何万人に対して１人というのをきちんと決

めた方が良いと思います。 

○竹中虐待防止対策推進室長補佐 児童人口を0.9万人、9,000人に１人、常勤職員を配置

するという算定になっています。 

○奥山眞紀子構成員 どこに書いてあるのですか。 

○竹中虐待防止対策推進室長補佐 ここには明確には書いていないです。 

○松本座長 そこは書かれていないです。何人から何人まではというふうに。 

○竹中虐待防止対策推進室長補佐 ここの人数を書いた算定の根拠が0.9万人に１人。 

○奥山眞紀子構成員 だけど、大規模型だっていろいろな人数がいるので、こうやってカ

テゴリー化するのではなくて、人口比に何人というのをまず書いて、その上でそれより少

ないところに手当てをするというふうに考えて、カテゴリー化しない方が良いのではない

かというのが私の意見です。 

○松本座長 これは確認なのですけれども、例えば何人というふうにしたら、これは自治

体の側からすると、この人数をつけたらお金はどこから出るのか。そこで、これをつけて

増やそうかとなるか、持ち出しだったら今度は減らそうかというふうに働くので、自治体

の方の動き方が大分変わると思いますので、そこも含めて議論しないとまずいと思います。 

○竹中虐待防止対策推進室長補佐 前提として、この支援拠点は自治体の設置義務はあり

ませんので、努力義務になっているので、こういう機能を持った支援拠点を設置した場合

に、今もお示ししている最低基準の人数の職員を配置した場合に、基準額として幾らとい

うことで国の方から財政支援を行うという構図になります。なので、その最低基準の人数

以上配置したら、またさらに加算、お金を配っていくというシステムになりますので、要

は最低基準のところのいわゆる基準額のところのベースを今議論していただいているとい

う話です。 

○ 澤構成員 コア会議のところで、ざくっと最初２番がないと、それこそうちの自治体

なんかは半分で良いという話になると、では良いのではないのとなるような自治体もあっ

たら困るよねというところで、今、竹中補佐は私の意見を聞いてくれてこういう算定式を
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作ってくださったと思われるのですけれども、ここの中でも第４回目か３回目のところで、

ケアマネジャーではないですけれども、担当の子が50名を超える要保護のケースマネジメ

ントをするのは現実的ではないだろうということがあって、そういう受け持ちのマネジメ

ントの数みたいなものが人数に反映できるような、何かそういう算定式みたいなものが作

れないだろうかということがコア会議の中で話されたので、多分とりあえず作ってくださ

ったのではないかなと思われます。 

 ただ、言いたいことは、もうこの基準がありきで、では減らそうということにならない

ような書き方をしてくだされば、それで良いかなと思います。 

○松本座長 今の経過の方は本当にそうで、特に忙しいところが逆に減らされるというこ

とは困るだろという議論の中でこれが出てきたというのはそうですけれども、どういう形

で。 

 では、自治体の方で作ったら、この分の人件費は国の方から出しますよという基準だと

いうふうに自治体の方が受け取るということでよろしいということですよね。だから、こ

れは作った方が良いですよという誘導もあると。 

○奥山眞紀子構成員 それにしても、そんなに少ないというのはまずいと思います。それ

ぞれの子ども家庭支援員、心理担当支援員、虐待対応専門員と、虐待対応専門員というの

を入れるかどうかはともかくとして、全体の人数に関しては最低どのぐらいということを

まず人口比か子ども人口比かで全部決めた上で、それが人口比でいったらゼロになってし

まうようなところに対して対応を考えるという方が良いのではないかと思います。 

○吉田雇用均等・児童家庭局長 誤解があるといけませんので、今の座長が確認いただき

ましたように、あるいは先ほど事務局から御説明申し上げましたように、努力義務の拠点

に対して一定の業務をお願いし、それに向けて今回、御議論いただいている部分で、標準

という言い方をしながらも、あえて最低配置という言葉を両方かませることによっての人

員を御提案させていただきたいと思っているのですが、あくまでもこれは地方公務員の人

件費でありますので、これを置いた部分について国が全部それに関しての費用を見るとい

う仕組みはありません。あくまでも補助制度という形ですので、今回、予定では明日にな

りましょうか、29年度の政府案としての予算を政府全体として決める中で、全体の枠組み

を決めていくことになろうと思いますが、あくまでも他の制度の並びで補助率は２分の１

という形になっておりますので、誤解はないかとは思いますが、あくまでも市区町村は自

分のところの負担も加味しながら、最終的に最低基準としての標準人員を見、業務量を見、

最終的に人を張られるという仕組みである点はあえてつけ加えさせていただきたいと思い

ます。 

○松本座長 そうすると、確認ですが、これの人数の２分の１が国庫補助で２分の１は持

ち出してくださいねということだと。例えば上乗せしたら、上乗せ分についても２分の１

は見ますよということ。上乗せしたら、上乗せ分の２分の１は自治体の方で見てください

ねと。そういう仕組みだということですね。そこは議論の前提として確認をして、ここを
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議論をしたいと思います。 

○安部構成員 人員配置の議論というのは、特に小さいところはこの人数を確保する、最

低でも２人ですけれども、どうやって確保しようかという議論もあり、逆に大きいところ

は減らされるのではないかという議論があり、その両方の難しさの落としどころというこ

とになるので、もちろん掲げれば掲げたで良いのですけれども、国からこれを示されると、

やはりこれをしなければいけないというふうに、市町村にとっては、特に任意業務であれ

ば、例えば子ども家庭支援相談は市町村の業務なので絶対しなければいけませんけれども、

拠点業務はできるだけしてくださいという業務になってくると、もう置かないという形に

なってしまう可能性もある。逆にそちらの方が怖いのではないか。 

 そういう意味で、不十分だけれども、とりあえず定めて、それを永久にこの体制ではな

い、とりあえずナショナルミニマムとしてこういう体制を全部の市町村でとっていきまし

ょうよというところを作っていくことが大事かなと思いました。 

○松本座長 ここにどう書くかというのは大変難しいと思いますけれども、一方で作って

減らされないということをどのようにちゃんと書くかという問題です。他はいかがですか。 

 ここも多分いろいろな御意見があると思いますので、この後のコアメンバー会議でもう

少し議論を継続させていただければと思います。 

 あとは、類型のところも、地区割りも小規模型Ａ、Ｂ、Ｃというふうにして人口も出し

てありますけれども、ここもある程度こういうふうにして切るしかないのかなと思ってい

ます。小さいところをどこまで細かくするかという問題と、大きくなり過ぎないようにど

ういうふうにするか、この２つなのだろうと思います。 

 標準型というふうにして、大体これぐらいのところで、逆に言うと、上限のものを設け

るということはあるかもしれませんね。何人を超えてはいけないとか。それはあまりしな

い方が良いですかね。100万人に１つというのもちょっと。 

○鈴木構成員 自分の理解がここと違うのかがあるのですけれども、コア会議での話では、

奥山構成員も話されていましたけれども、子どもの人数で原則は決めると。ただ、それが

最低ラインというか、さらにもう一個の基準としては、虐待対応数というのはすごい大き

いところはあるので、それは子どもの人数だけではなくて、その分は足しましょうという

のが一つあって、それは合理性はあると思うのです。現場でやっているのは、虐待対応と

いうのは自分の機関だけではなくて、児童相談所との関係が絡みますし、警察との関係が

絡まったり、裁判が絡まったりするので、その分の負担と労力と時間はかかるので、その

分は上乗せしましょうというのが一つの理屈としてあると思います。 

 もう一つとして出ていてここに反映されていないのは、ケースとして、相談員１人が100

人を超える場合には、その100を絶対的な上限にして、その部分の上乗せをするというのが

２つ目としてあるのかなと。 

 ３番目としては、一層の体制強化に努めることとあって、そこに読み込んでいるとある

のですけれども、そこを具体化して、現状の人数を下回らないというのが前提ですよとい
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うのを書き込むというところで、何かしら今のを少し強化するというか、明確にすること

ができるのかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○松本座長 私の議事進行の不手際でかなり時間を押していますので、今いろいろ出た議

論は、この後のコアメンバー会議でもう少し詰めさせていただくということでよろしいで

すかね。 

 他に全体を通して。 

○加賀美構成員 では、それに関連して。「（２）主な職務、資格等」というところで、

子ども家庭支援員で、そもそもコミュニティー・ソーシャルワークという言葉も使いなが

ら、その資格等が保健師、保育士等というところで終わっているのがよく分からない。 

 実際問題、要保護児童対策地域協議会なんかの事務方に使っている、人がいないという

こともあるのですが、保育士が結構多いというのも現実であろうということは分かるので

すが、少なくともソーシャルワークというふうに話を広げていくのであれば、少なくとも

それに近い、それができているとは言いがたいかもしれないけれども、社会福祉士とか精

神保健福祉士等の役職名は入れておいても良いのではないかと感じがしました。 

○松本座長 分かりました。では、どう入れ込むかということで、それはこの後に。 

 他に。どうぞ。 

○奥山千鶴子構成員 ７ページの「③庁内の関係部局との関係」というところで新たに入

れていただいていると思うのですけれども、全ての子育て家庭にという観点から言えば、

この部局の中に子育て支援とか保育とか、そういったところも入れていただければなと思

いましたので、よろしくお願いします。 

○松本座長 分かりました。その他他、いかがでしょうか。ここはコアメンバー会議で議

論しておいてくれという観点で御発言いただければと思います。 

○渡辺構成員 「（２）主な職務、資格等」のところですが、子ども家庭支援員のところ

に保健師が入っておりまして、その後に保育士等の括弧がどこにかかっている括弧なのか

なというところを確認していただければと思います。 

 先ほどの補佐の説明によりますと、児童福祉司の任用前研修の内容を想定という御説明

があったかと思うのですけれども、その内容ですと、保健師や保育士というのは専門教育

課程の中で一定の基準の勉強をしてから国家資格を取っていると思いますので、ここと児

童福祉司の任用資格を有する者の研修の中身とが同じというのは、やはりちょっと無理が

あるのかなということで、ここの研修の内容についても議論をしていただければありがた

と思っています。 

 それから、虐待対応専門員という言葉が良いのかどうかという御議論もあるかと思うの

ですけれども、こちらのところに「児童福祉司の任用資格を有する者」としか書かれてい

ないのですが、これはあくまでも市町村の相談業務ですよね。ということを考えれば、児

童相談所の業務であれば分かるのですけれども、市町村における相談業務ということに関

しては、既に保健師ですとか、幾つかの職種の者が対応している事実があります。そうい
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ったことも加味して、ここのあたりの職務、資格等についての議論はもう一度していただ

いた方が良いのかなと思います。 

○松本座長 括弧はどこにかかるのか。 

○竹中虐待防止対策推進室長補佐 今の資格等のところで、子ども家庭支援員の児童福祉

司の任用資格、保健師、保育士等ですけれども、ここでは基本的には要保護児童対策地域

協議会の調整機関の専門職の資格要件と並びということを基本的には考えていて、その中

では保健師、助産師、看護師、保育士、教員免許状、あと児童指導員というものが要保護

児童対策地域協議会の調整機関の専門職として配置されるようになっているのですけれど

も、そのあたりを想定はしております。 

 この前の議論の中で、そういった方々も確保できないような地方の小規模な自治体もあ

るのではないかということで、特例規定ではないですけれども、経過措置として、今別の

ワーキングで議論いただいた研修を受けた者というものをつけ加えてはどうかという位置

づけになっているので、基本的には要保護児童対策地域協議会の調整機関の専門職という

ものと同等と御理解いただければと思います。 

○松本座長 この間のコアメンバー会議で、この括弧というのは、特に人の確保が難しい

ところで、資格を持っていない人も研修を受けてできるようにしましょうという話だった

と思いますので、そこは確認をしておきたいと思います。 

 もう一つは、虐待対応専門員のところは名称を検討するべきだという話と、もう一つは

資格等について今の御発言は保健師等も含めて広げたらどうかと。現実にはそこが対応し

ているからという御発言かと思いますので、そこもこの後のコアメンバー会議で議論させ

てください。 

 他に。 

○奥山眞紀子構成員 任用前研修を受けたら、保健師は児童福祉司の任用にならないので

したか。なっていたような気がするのです。 

○加賀美構成員 社会福祉士も。 

○竹中虐待防止対策推進室長補佐 それはなります。これはあくまでもそういったもとも

との資格を持っていない方ですね。まさに事務職員さんとか、そういう方。 

○奥山眞紀子構成員 括弧の中はそうですよね。 

○竹中虐待防止対策推進室長補佐 括弧の中です。当分の間。 

○奥山眞紀子構成員 ただ、児童福祉司の任用資格を有する者と保健師を外出ししている

のは何故かなと思ったというだけなのです。 

○竹中虐待防止対策推進室長補佐 保健師はあくまでも児童福祉司に準ずる者という位置

づけで、要保護児童対策地域協議会の調整機関、いわゆる省令などに書いてあるので、保

健師イコール児童福祉司ではないです。 

○奥山眞紀子構成員 もちろんそうなのですけれども、そうすると児童福祉司の任用資格

ということは、社会福祉主事とか何とかだったら任用前研修を受けた者というくくりをし
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たいということなのです。保健師も任用前研修を受けた者は児童福祉司の任用資格ありと

いうことですよね。 

○松本座長 ここはもうちょっと整理が必要かと思いますので、この後のコアメンバー会

議の方で引き取らせていただくということでいかがでしょうか。 

 他に、コアメンバー会議のところで議論しろということがあればということですけれど

も。 

○北村構成員 １つだけ、心理担当支援員の職務ですが、本当に全ての子ども家庭という

中で、子どもや保護者の心理的側面からのケアとなると、すごく幅の広い業務のように思

えて、これを担う心理の支援員というのは相当な力量が、子どもも見られるし、親も見ら

れるしというような感じでかなり幅が広いのかなと。ただ、児童相談所には心理士さんも

いて、在宅の中で児童相談所がそういった専門的な心理判断というのもやる部分はあると

思うので、市町村の心理担当支援員がどこまでやるのかというのがかなりざっくりとした

幅広い感じに見えるのが少し気になりますので、そこを少しお願いしたいと思います。 

○松本座長 加藤構成員。 

○加藤構成員 ７ページの上から２行目ですが、「子育て世代包括支援センターの機能と

一体的に支援を実施する」という、この一体的に支援を実施というところが分からなかっ

たので、これをもう少し分かりやすく書いていただきたいと思いました。 

 それと、③のところの庁内の関係部局ですが、母子福祉もどこかに入れておいていただ

きたい。 

○松本座長 分かりました。 

 そちらでお手が挙がりましたか。 

○高松構成員 資格のところですけれども、２番目の心理担当支援員というのがあります

けれども、そちらの方を資格で取り出しする意味ももちろん分かるのですけれども、子ど

も家庭支援員の資格の中の一つにしても良いのかな、市町村によってはそういうところも

あるのかなというところで、今発言させていただきたいと思いました。 

○松本座長 なるほど。これはむしろ含み込んでという方が現実的ということですね。 

 どうぞ。 

○奥山眞紀子構成員 現実問題、震災が起きたとき、岩手に何人児童を見られる心理士が

いるかというのは、岩手県全体で片手いないという話になるぐらいなので、やはり心理士

と特出しするのは難しいのではないかと思います。だから、おっしゃるとおり、子ども家

庭支援員の中の一つの資格として心理士を入れるという程度ではないかと思うのと、先ほ

ど隣から声が聞こえていたように、何で心理士はスーパーバイズするのかという疑問もあ

るので、ここは検討した方が良いかなと思います。 

○松本座長 そうですね。この３つの並びについては、心理士を特出しにするのかどうか、

あるいは虐待対応専門員という名称はどうかということも含めて、もう一度確認をして、

整理をするということが必要かと思います。 
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 他は。 

○加藤構成員 ただ、大分市は社会福祉士と臨床心理士を雇っているのです。臨床心理士

というのは、長期の継続的な子どものケアという意味ではそれなりにやっていて、枚方も

臨床心理士がたくさん雇われているということで、その雇われ方というのは子ども家庭支

援員というか、児童福祉司という形らしいですけれども、いずれにせよ、そういう心理的

な仕事というのも、実際に行っているところは行われているとは申し上げておきたいと思

います。 

○井上座長代理 加藤先生、その大分市のスタートは、実は担当の心理士が西澤先生のと

ころを卒業して、その次にうちの方に入ってこられて、長くおられた心理士さんだったの

です。その方が結婚で大分に行かれて、大分でスタートするときに始めた。ですので、そ

ういう要素を十分持った人が行って、その人が広げていったという状況がありますので、

ちょっと違うかもしれません。 

○鈴木構成員 コアで話せば良いのかもしれませんが、人をつけるといか、今回児童福祉

法が変わって、どういう形でスタートしようかというときには、やはり中に入れ込むので

はなくて、心理的な見立てというのは重要なので、自分たちがやってきたところも心理を

入れたことによっていろいろな見方が変わってきて、仕事のやり方も変わってきたので、

こういう形で別に出しておけば、その分もつけて補助金ももらえるという話であれば、プ

ラスのことなのかなと。中に入れて見えなくするよりは、そういうのをよりやっていきま

しょうという形であれば、別にした方が良いのかなと思います。 

○渡辺構成員 その意味はとてもよく分かるのですが、今、臨床心理士さんの国家資格制

度について議論されている真っ最中であるということも議論の中では検討していただきた

いですし、臨床心理士さんの国家資格化に向けての教育プログラムの中には、子どもを特

出ししている部分というのはあまりないのですね。そういったことも踏まえると、ここに

臨床心理士と書いてあるのですが、これは学会認定の臨床心理士資格なのか、それも学会

も幾つかあるというお話も聞き及んでおりますので、今これを早々にこういう形で出すか

どうかは慎重に行った方が良いのかなと思います。 

 以上です。 

○松本座長 分かりました。この資格のところについてはこの後の議論ということで、他

のところで、特にここで議論というよりはこの後のコアメンバー会議で特に検討してほし

いという観点での御発言もあればということです。 

 時間が押しているのですけれども、この後ヒアリングも予定されていますので、一旦、

この議論は終えたいと思います。 

 今後の進め方ですけれども、この後、コアメンバー会議で整理をして、最終的な文言の

取りまとめは座長、副座長のところで整理をさせていただければと思います。大きな方向

としては、前段のところは大体固まってきたかと思いますけれども、後段の人のところに

ついては御意見がまだまとまらないままというふうにしております。それで、まとまった
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ものを一旦こういう方向でというふうにしてお出しをして、それでまた御意見をいただい

て、最終的な調整は座長、副座長のところでさせていただければと思います。先ほどの議

論も、１月の中下旬のところで一旦出すということもありますので、どういう形で出せる

かということについては、こちらの方に御一任いただければと思います。少し議論を残し

たままでそういう御提案になりますけれども、それでよろしゅうございますか。どうして

も我々の方でも判断がつかないとなったら、もう一度１月の上旬に緊急に集まっていただ

くということが出てくるかもしれませんが、その辺はお覚悟をいただければと思います。 

 続いて、２つ目の議事でありますアセスメントの問題に移りたいと思います。これにつ

いては、前回もここで御議論いただきましたし、また今日の資料３のところでは、意見が

これまで出たということについて取りまとめをいただいています。構成員からの意見、資

料３というのは人材確保のワーキンググループの意見もまとめているということですね。

両方まとめているということですね。 

 岡山の方からヒアリングというのは、前回、コアメンバー会議で岡山県の『「子どもが

心配」チェックシート』を井上構成員の方から出していただいて、それでもう少し勉強し

てみようということになったということです。そのコアメンバー会議の後、私と井上副座

長の方で話をして、事務局の方に御提案してこういう形になったということでございます

ので、その点は御了解いただければと思います。 

 それでは、藥師寺さんの方から、大体15分から20分ぐらいで岡山の取組について御発言

をいただいて、その後、今後厚生労働省の方でまとめていくアセスメントシートについて

の意見交換を行いたいと思います。 

 では、お願いします。 

○岡山県 岡山県倉敷児童相談所子ども相談課の初期対応班長で児童福祉司を拝命してい

る藥師寺といいます。今日はよろしくお願いします。 

 岡山県での取組ということで、今日はこの取組が支援を必要とする子どもたちやその保

護者の方々の役に立ってくれれば良いなという想いで紹介させていただきます。 

 岡山県の基本的な情報を今回資料の中に入れておりませんけれども、ざっと御紹介しま

すと、県全体、政令市の岡山市を含みますけれども、人口が約188万人、18歳未満の児童人

口が約32万人ということで、岡山市を除くと、児童そのものは約20万人というぐらいの規

模の自治体であります。 

 27年度の岡山県児童相談所の継続を除く相談受付件数は3,939件で、相談件数そのものは

少しずつ増えてきています。虐待相談対応件数につきましては、少し変動がありまして、

27年度の岡山市を含む県内全体の児童相談所における件数は801件で、23年度の1,115件を

ピークに年々減少してきていましたが、昨年度は微増しております。 

 県の児童相談所だけの虐待相談対応件数は、昨年度486件です。種類別内訳では、ネグレ

クトが非常に多いのが岡山県の特徴だと昔から言われておりまして、全体としましては、

身体的虐待61件、性的虐待が４件、ネグレクトが274件、心理的虐待が147件というふうに
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なっております。 

 岡山県の自治体の規模といたしましては、岡山市を含めて27市町村で構成されています。

倉敷市は中核市ですので人口約48万人。津山市が続きまして人口約10万人ということで、

次に６万人規模の自治体が２つ、５万人規模の自治体が１つ、４万人規模の自治体が３つ、

３万人規模の自治体が５つ、２万人規模の自治体が１つです。実際に一番多いのが１万人

規模の自治体で８つです。つまり３万人、１万人ぐらいの規模の自治体が多いです。あと、

５千人以下の規模の自治体も４つございます。 

 岡山県児童相談所の通告の経路といたしましては、これは全国的にどこも同じかもしれ

ませんけれども、警察からがもう圧倒的な数となります。全体の約４割近くを警察からが

占めていて、市町村からのものがその次を占めていて、全体の14％ぐらいです。それから

近隣、知人からが12％となっています。ただし、相談対応件数を見ますと、どうしても近

隣、知人からの通告は虐待と明確に認定できるものが少ないので割合としては下がってお

ります。そういったような背景があります。 

 あと、岡山県はもともと気候が温暖でして、南部は穏やかな瀬戸内海が広がり、北部は

昔から街道筋でもあって、災害も少なく、晴れている日が多いということで、昔から豊か

な土地です。そこに住んでいる県民ですので、そのことが有史以来、様々な慈善・救済活

動、社会事業のベースになっているということはお含みおきいただければと思います。 

 それでは、資料４追加資料「岡山県版「アセスメントツール」の開発と活用～当事者・

市町村・地域等との子どもを中心においた要支援モデルの共有に向けた試み～」の説明を

進めていきます。資料の２ページですが、方そもそもこのアセスメントというものを考え

出すきっかけというのは、19年に県内で大きい事故が発生したことです。実はこの１月を

もってちょうど事故から10年目を迎えます。私はそのときに県庁で虐待防止対策事業担当

者でした。 

 岡山県の児童相談所は、開所以降、一貫して福祉専門職で採用を続けてきております。

この事故に直面したときに、当時、時代背景もいろいろありまして、第一次安倍政権の時

代でしたけれども、事故があったときはまだ児童相談所バッシングが相当激しい時代でし

た。 

 特に、本件の場合は、児童相談所が強制分離をしたきょうだいの御家庭で起こりました。

再統合に向けたプログラムの最中に、きょうだいの一人が母親によって引き取られてしま

い、再統合プログラムでその子どもとも定期的に会って、母親と面接をして、子どもを遊

ばせながら、当時は裸にして体に傷がないかどうかを入念に見ていたというような案件で

したので、それだけに子どもが亡くなったことは物すごいショックでありました。そのこ

とがきっかけになって、検証委員会が開かれました。当時は、検証委員会も法的な位置づ

けがなかった時代ですけれども、あまりにもマスコミ等、県民の方々の反響が大きく、第

三者によって構成された検証委員会を初めて設置して検証を行った事例でもありました。 

 そのときに、かなり厳しい意見が委員の皆様からたくさん出されたわけです。ですから、
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ここに書いてありますとおり、資料は読んでいただけたら分かるような形になっています

けれども、まずは子どもにとってよい結果がもたらされなければ、どのような支援であっ

ても良い支援だと言えない。最終的に子どもが幸せなのかどうかが何よりも重要というこ

ともかなり強くおっしゃられました。 

 それから、児童相談所の支援者が対応困難な、このお母さんは精神的な障害をお持ちの

方でして、しかも児童相談所が強制的に子どもを分離したことによって、かなり情緒的に

不安定になっておられたので、再統合プログラムを進めていく中でも、それが一向に進ま

ない状態で何時間も過ごすということを継続してやっていました。 

 しかも、子どもはそのときに、今となればお恥ずかしい話ですけれども、女の子の格好

をするのが好きだということで女装して来所するとか、お母さんが我々の目の前でなじる

とか、そういったことに私たちは目を向けていなくて、むしろ「あざがないか」「怪我が

ないか」ということばかりに着眼していました。それが当時の状況でした。 

 ですから検証委員会で、そういった対応困難なお母さんに翻弄されて、そのもとで日々

成長している子どものニーズの変化を必ずしも十分把握できていなかったのではないかと、

心に刺さる評価をされたときは、児童相談所の職員はみんなプライドが相当傷つきました

けれども同時に、本当にそのとおりだと衝撃を受けました。 

 そしてネグレクトの影響についてです。体罰がなければよいのか、そういったことがな

ければよいということではないし、ネグレクトといった目に見えない、昨今、心理的虐待

というものがクローズアップされていますけれども、そのような目に見えない被害という

のをどのようにして把握していくのかということと、それをきちんと子どもへの影響を十

分に考慮して、ニーズを的確に把握して支援を組み立てなければいけない。そういったあ

たりの指摘がございました。 

 その後、ワーキンググループが設置されました。これは本庁主導で設置されたものです。

これは当時マスコミ公開で、こういった形で事故後の対応についても３年間責任を持って

やる。そういった形で報告をオープンにしたというわけです。その中で、私もワーキング

グループに加わりました。 

 そこで取り組んだことは書いてあるとおりです。もっとも大事なのはメンバー構成でし

て、実は県庁のスタッフ、特に優秀な事務方のスタッフ、私たちは現場の人間ですので、

事務方のサポートは欠かせません。そして検証していただいた委員の先生にもずっとその

後おつきあいをいただきました。さまざまなそういった方たちに入ってもらいながらずっ

と検討を続けたことです。 

 ワーキングで、まず取り組んだのは、近隣の自治体の取組を学ぶとか、安易な取り締ま

り傾向に走るのではなく、基本的にはそもそも何がいけなかったのかということをきちっ

と考えるということです。その結果、我々が行き着いたのは、まず英国の児童保護につい

て改めて勉強してみようということでした。今では、それほど違和感はありませんが、当

時は「エエッ！？」というふうな、正直言ってそんな感じでした。 
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 次に取り組んだのが、個別ケースを使って包括的なアセスメントトレーニングというの

を絞られたメンバーで何度か繰り返してやっていました。そうすると、ここに書いてある

ようなものがだんだん分かってきて、『「子どもが心配」チェックシート』の誕生という

ことにつながってまいります。 

 同時に、それまで重症度モデルを使っておりましたけれども、要支援モデルを導入しま

した。それは後の資料でまた出てくるところです。そういった子ども中心の支援を展開し

ていくということを大切にしました。 

 あわせて、この領域で一番遅れて遅れいる利用者主体、当事者主体の推進を大切にしま

した。この利用者や当事者の参画は、親の参画ではありません。最終的に私たちが目指し

ているのは、子どもの参画です。子どもに支援の輪の中にきちっと入って、意見を述べて

もらう。そして、本当に幸せだったかどうか、福利がもたらされたかどうかということを

子ども自身の口で語ってもらいたい。きちっと意見を聞いていきたい。そこが目指すとこ

ろですけれども、まだまだそれには相当道のりが遠いです。そういうことを今考えていま

す。 

 さらにもう一つ大切にしたのが、しつこくやることです。これはワーキングに参加して

くださった検証委員会の先生から、あまりにも行政は無責任過ぎると。いろいろなものを

たくさん乱発して、責任を持たずに、フォローをしないので、作ったものはずっとやりな

さいということをすごく言われまして、『「子どもが心配」チェックシート』を開発した

後もそれを一貫してやって、研修会や事例研究で使ったらアンケート、フィードバック、

修正、そして使ったらアンケート、フィードバック、修正というのをひたすら繰り返して

やっていくということをずっとやってまいりました。 

 資料の３ページです。ワーキングにつきましては、ここに書いてあるとおりです。特に

我々として一番衝撃だったのは、まずケース記録はすごくボリュームがある、幅にすると

20センチぐらいあるような記録の中で、子どもに関する情報のページだけを抜き出したと

きに、親が語る子どもの情報ではない、子どもそのものに関する我々が事実として聞き取

った情報が記録されたページを抜き出すと、それが極めて少ないということが指摘されま

した。児童相談所は誰を支援する機関なのでしょうか、誰を一番に考えて支援するのです

かということを言われたときに、我々も二の句が継げなかったということがございます。 

 もちろん親御さんの支援も大事なことですけれども、確かに子ども自身の支援という視

点はもっと大事なことです。これは今でも市町村と一緒に事例を考えていきながら、もっ

とも大事にしているところです。どうしても子どもの情報は、お母さんが語られるものと

か周辺情報に限っておりまして、子ども自身の事実情報はすごく少ない。あるのは、健診

の場で見えた姿であるとか、保健師さんが熱心に家庭訪問してくださった中で見えた子ど

もの姿ぐらいしかなく、親の情報の方が圧倒的に多いという状況がございます。それをど

うするのかは、とても重要な子ども中心の支援を実践するための鍵になります。 

 さらに当時、児童相談所職員の世代交代も進んでおりました。団塊世代の大量退職とい
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うことも控えたりしていまして、そういう中で職員の専門性をどう担保するかとか、さま

ざまな切実な問題に我々はぶつかっておりました。その中で、根本的なことをもう一回考

え直すということでやってまいりました。そして、ぶれない視点の確立を目指して「子ど

も中心」という考え方を打ち出したわけです。 

 子ども中心という言葉そのものは、非常に誤解を招く面もあります。最初はチャイルド

ファーストということでもよかったかと思っていましたけれども、この業界のさまざまな

言葉というのは既にあちこちで登録されて、勝手に使えないような状態になっておりまし

て、言葉をかなり選らなければいけないですし、子ども中心というのも、これも様々な意

味において極めて批判的な対象になりやすい言葉だと私自身は理解をしておりますけれど

も、あえてこれを旗印としました。子どもを中心とした支援ということ。これは利用者主

体の視点でもあります。 

 そして、岡山孤児院を創設した石井十次も古くから、４つの資格としてすでに明治期に

は「児童中心主義」というものを掲げていたということもありますので、そこを踏まえて

立てたものでもあります。 

 資料の４ページです。続きまして、ワーキンググループから導き出された対策の柱とい

たしましては、ここでこういった英国のアセスメントのフレームワークというものをまず

採用していこうということであります。子どもの最善の利益の確保のためには、３つの側

面、つまり３つのフェーズの相互作用から子どもの暮らし全体の状態を捉えていこうとい

うことであります。 

 実際に児童相談所のケース記録を見てみると、親の養育力とか、家族と環境要因、そし

てそういった子どものニーズに関する情報というのがすでにあります。児童相談所はもと

もとが戦後以降、「診断」主義の影響を受けた専門的判断に基づいて業務を行っています。

その形態を維持している限りは、診断を通じて専門的判断をくだしていくために、そうい

った部分的な情報はあるのです。しかしながら、相互作用、それぞれの側面の情報がどう

のような形で相互に作用し合って子どものニーズを満たしているのかという視点は、かな

らずしも十分だとは言えません。そのような中で最善の利益をどう確保していくかという

ことで、このモデルを使っていこうと考えたわけであります。ですので、この資料に掲げ

てあるとおりです。そのためにも、基本的にはストレングスとリスクというものの両面を

その中できちっと整理して把握していくことを目指すことにしました。 

 資料の５ページです。ワーキンググループから導き出された対策の２つめの柱は、本日

のタイトルにもしましたけれど、多機関による一貫した重層的な支援を展開していくこと

です。ある程度のラインになると、どうしても高度な守秘義務の問題、さまざまな問題が

あって、本当に子どもや家族にとって身近で必要な支援に携わる人たちが排除されていな

いかということです。みんな子どものことや家族のことを知りたいし、支援の輪の中に入

りたいのだけれども、そこに入れていないという現状があります。本来、要保護児童対策

地域協議会はそういった方たちを支援の輪の中に巻き込んでいく仕組みではなかったので
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しょうか。そういった要保護児童対策地域協議会のそもそもの趣旨を考えますと、例えば

子どもが仮に施設を利用せざるを得なくなったとしても、そこまでずっとその人たちがつ

ながっていけるような一貫性、重層性というものの実現を目指したいということで取り組

んでまいりました。 

 さらに言いますと、鍵は当事者参画ですね。どうしても子どもや親といった当事者の方

が入ってもらわないと、その仕組みは機能しません。 

 それからアセスメントの視点を切り替えることが必要です。それを考えていく上では、

まず、全ての子どもたちを対象とするという視点でなければ、広がっていきません。資料

６ページの下にある『「子どもが心配」チェックシート』の開発を見てください。これは

最初の普及の段階でかなり苦労しました。「何故うちの家庭だけがこういうものを使って

面会されなければいけないのか」「どういう意図でこれをするのか」という意見が多く聞

かれました。それは親だけではありません。支援をしている市町村の方からも、「すでに

親との関係性がある中で、何でこんなスケールを持ち込んで親の養育力を測定するのか」

という、かなり強い御批判をいただきました。 

 しかし、一方では、親に隠して裏ではリスクチェックをいっぱいつけているという実態

もあります。アセスメントが効果をもたらすためには、まずは親との関係を構築したうえ

で、それを親にオープンにしてやりとりをしながら現状を目で見て確認することが必要で

す。アセスメントというのは、当事者とのやりとりというのが非常に大事です。そのプロ

セス、過程ですね。そういったことも含めて使っていきます。 

 そして、特に『「子どもが心配」チェックシート』は、後でも説明しますけれども、現

在県内の市町村では、どちらかといえば個別にすぐ使っていくという形の使用方法をされ

ているところは、かなりなれた方はそうされていますけれども、割と親に対して子どもの

育ちに必要なニーズを知ってもらうといった教育的な意図で、いろいろな研修の場などで

これを使いながら親同士や保育士など市町村の職員が話し合うといった使用方法が多いよ

うです。そのために、全員の親に予め配付して、研修の場を通じて関係性をほぐしてから

それを個別に使って支援に入っていく、子育てをサポートしていくという形をとっている

市町村が多いです。 

 資料５ページに戻ります。陥りやすい状況としては、衣食住を含めた育ちがその質は問

わず、とりあえず満たされているのかという視点、要するに最低限のことだけ満たされて

いれば「親は頑張っている」「変化が見られる」という判断をもうやめないかという話で

す。そのことを考えるために、ワーキングでは、我が子を一時保護施設に入れられるかと

いうことを問われました。自分の子どもを施設に入れても良いですか、一時保護所に入れ

ても良いですか、わが子と他人の子は違うのですかということをすごく問われて、最低限

をもう一度改めて考えようということになりました。これはまだ始まりですけれども、今

後もそれは問い続けていくことを考えています。 

 「子どもが心配」要支援モデルを見てください。これは分かりやすく言うとメーターで
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す。私たちは町工場でロケットを製作しているので、すべて自分たちが現場で手づくりの

取組をやっていますので、あまりポンチ絵がきれいにできていませんけれども、メーター

と考えてください。要支援レベルが増えるごとに、たくさんの人に関わってもらいたいと

いう意味で、こういったモデルにしております。 

 子ども中心の理念を一生懸命説いたところで、誰も聞く耳を持ってくれません。これは

随分やりましたけれども、難しい。ですから、いろいろなツールを活用したやりとりを通

して、そしてその結果の話し合いを通して理念を理解してもらいたいということで、研修

などいろいろな機会があれば出向いていって活動を続けています。 

 資料の６ページです。ワーキンググループから導き出された対策の３つめの柱は、子ど

もと親の参画です。特に在宅支援中心のネグレクトというのは、子どもや親に身近な人が

参画しないと、どうしても行政だけということは難しい。そのため、今そういった取組も

少しずつさまざまなアプローチを用いて始まってはいますけれども、基本となるアセスメ

ントに基づく計画というか、アセスメントはもう一方で変化を見ていくために非常に大事

な要素になりますので、そういった意味でこういった『「子どもが心配」チェックシート』

を開発しております。 

 『「子どもが心配」チェックシート』につきましては、今の活用の実情ですが、時々県

外の方たちでも「使っていますよ」と言ってくださる方もおられるのでが、「ください」

というときは差し上げるのですけれども、その後の感想を教えてくださることは、ほとん

どありません。ですが「使っているよ」とレスポンスを何かのついでにくださる方は結構

おられて、県内外のかなりの範囲で使ってくださっていることは分かっています。 

 県内ですけれども、先程も説明したように虐待防止を目的とした子育て研修会で最初に

使う。これを使って子育てについて考えようということで、それぞれ話し合って「場を開

く」という意図で使いながら、そこからまず「子育てに困ったら、まず相談をしてくださ

い。」というメッセージを伝えていく。パンフレットも今日の資料につけておりますけれ

ども、岡山県の場合、まず親が自ら相談してほしい、子育てに困っていたら助けてほしい

というふうに言ってほしいというメッセージを伝えることをすごく念頭に置いて作成して

います。 

 あと、『「子どもが心配」チェックシート』を乳幼児健診において使っている自治体も

あります。そういった機会に使って、経年で子ども一人一人のニーズの変化をずっと測定

しています。保健師さんたちが中心に活用してくださっているところもございます。もち

ろん虐待相談のアセスメントとして活用しているということは、児童相談所の場合はあり

ますし、また、家庭復帰に向けた親子プログラムの一環として使っている場合もあります。

さらに子どもの意見を聞くためのツールとしても、年齢の大きい子でしたら使うこともご

ざいます。 

 資料の７ページです。実は19年度以降、この９年間にわたってさまざまなアセスメント

の開発とかガイドライン、パンフレットの作成、専門性向上の研修、市町村機能強化事業
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をやってまいりましたが、全て子ども中心の考え方とワーキンググループから導き出され

た３つの柱をずっと練り込んでいます。たとえそれが性的虐待であったとしても同じであ

ります。ですから、そういったものを一定程度きちっと組み込みながら、もちろんしかる

べき対応、毅然とした対応をすべきときはしています。 

 実は19年の事故のときに岡山県の児童相談所では、こういった取組を検討する一方で、

たくさんの子どもたちを次々と職権で保護し、いわゆる強制分離、法28条申し立てをやる

全国でも有数の県の一つでした。あれから10年が経ち、私は今再び児童相談所に帰ってい

ますけれども、強制分離された多くの子どもたちに良い結果がもたらされていません。だ

からこそ、そのことを私たちはもう一度考えなければいけない。そのためには何がいけな

かったのかということを丁寧に振り返らなければいけませんけれども、忙しさにかまけて

それをなおざりにしていることを反省しています。 

 資料の８ページです。続きまして、アセスメントについてです。専門職の私たちは、今

日お手元にお配りしました『子どもの育ちのニーズシート』というもの、それから、今日

はお示ししていませんけれども、『子どものあゆみ』というチャイルドクロノロジー、子

どもの年表というものを使って、子どもの情報を子どもに起きた出来事を中心に整理をす

るアセスメントのアプローチをとって、市町村の方たちと一緒にケースを考える事業をや

っております。 

 アセスメントは、ここに書いてありますように、実は段階がある。これはこのたび性的

虐待を受けた子どもの非加害保護者支援を検討する厚生労働科学研究に参加させていただ

きまして、そのアセスメントのところで、紹介されていた英国のモデルを参考にさせても

らいました。このモデルは、他の文献でもこれは既によく出てくるもので、包括的な協働

調査のアセスメントの段階的アプローチというものです。児童相談所の会議のあり方など

業務の構造はこれに沿って解釈ができます。例えば、受理会議というのは、そもそもアセ

スメントの計画から仮説を立てる段階ですよ。それから仮説に沿って情報収集を行います

よ。その後、情報を点検し、だんだん仮説を絞り込んでいくときに、アセスメントツール

を使ったりしていきながら、仮説の精度を上げていって絞り込みを行い、援助方針を立て

ていく。そして、援助方針会議でそれを決めていって、その後実践して、レビューしてい

くという流れになります。 

 しかし、その前にやはり大事なのは危機管理であります。ややもすれば、こういった形

のアプローチをとると危機管理がずさんになるのではないかという声があります。しかし

ながら、現状はアセスメントで用いるリスクと危機管理というところがどうもきちっと明

確に分かれていないような危惧を私は持っております。 

 ですので、まず危機管理というクライシスマネジメントとリスクというものはもう一度

整理をした方がよかろうということで、岡山県としては危機管理対応は危機管理対応とし

てアセスメントから除外しています。ですから、危機管理対応は危機管理対応として、そ

れをずっと裏面では走らせながら、リスクとニーズの両面を見ながらアセスメントをして
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いくという形をとっています。そうしないと、ニーズに対するリスクというものが活きて

こない。変な言い方ですけれども、リスクという言葉をどう定義するかがニーズアセスメ

ントにおいては重要になると考えています。今日の議論でも言葉の定義の話題がたくさん

出ていますけれども、言葉の定義についてはさまざまございますので、言葉をどう使って

いくかという問題があると思います。 

 結論として、アセスメントは、当事者にとって、本当に子どもにとって意味があるもの

でなければ意味をなさないだろうと考えています。 

 資料の９ページから10ページです。ここは危機管理対応です。岡山県では、実は先般、

７月１日付で要支援レベル２とレベル１・非該当という形での違いの考え方を示していま

す。岡山県では要支援レベル２以上を虐待としています。これはあくまでも、10ページ目

の下に書いてありますが、身体的虐待とか性的虐待については危機管理対応が一定レベル

に達しておりますので、また、最近は警察の積極的な関与がございますので、発見から通

告までがかなり早くなっています。早い段階で通告が上がってくる。それにともない、情

報が少なく判然としないものも増えています。そして、心理虐待のような影響が見えにく

い虐待の増加等によって危機管理対応が遅れない遅れようにして、この通知を県と児童相

談所が共同で発出し、市町村への説明会も行っています。 

 資料10ページの要支援レベルを評価するための目安の確認事項につきましては、実は児

童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会の報告の中のものでありますとか、あとは

実際の事例を通じた経験から挙げています。そのため、きちっとしたエビデンスがあるか

と言われたら、手で件数を数えたようなエビデンスですけれども、そういったようなもの

を目安としています。 

 資料の11ページです。支援者のアセスメント力向上及び協働に向けて現状どういうふう

にしてやっているかというのは、アセスメント活用の手引き作成ワーキングというのを今

やっていますし、子育て家庭サポート強化事業といって、４年事業で市町村に手挙げして

もらって、県内３カ所の児童相談所管内ごとに選ばれた市町村へ児童相談所と弁護士、精

神科医が組んでサポートチームを編成し、１年間を通じて派遣を行う事業を実施していま

す。事業では、困難事例を挙げていただき、それを事例検討するのではなくて、一度アセ

スメントツールを活用して再検討をした後に、体制の課題、例えば情報の共有の仕方であ

りますとか、DVの通告体制構築などに結び付けていきます。そういうことまでいくために

は、新たなアセスメントツールを活用して、ある程度事例をリファインした上で、それを

もとに体制強化につながる課題を見つけていくことでを目的を達成していくという事業で

す。そういった事業を通じて、市町村とはこのアセスメントを一緒に使いながら今やって

いるという状況です。 

 資料12ページです。これは改訂「子どもが心配」要支援モデルで、これは『「子どもが

心配」チェックシート』のパンフレット版については、子育て支援のところから使い始め

ていて、『子どもの育ちのニーズシート』は要支援レベル１から使い始めるということに
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なっています。 

 以上です。 

○松本座長 私の進行の不手際で、かなり残された時間がありません。五、六分というぐ

らいです。せっかくおいでいただいたので、このワーキングの立場として御質問を。 

 今ここで、最初の共通アセスメントシートを作ろうということになっています。そのと

きに、最初の初期対応のところがメーンの議論ですね。おいでいただいたのは、そこも含

めて、逆に支援ベースのアセスメントシートを県と市町村で共有されている、その試みを

しているというところだということですね。そういうお立場から見て、その中身について

はここにあるとおりなので、また後で我々も勉強するというところですけれども、支援ベ

ースで全ての子どもを対象にしたチェックシートを共有していくという試みをされている、

その考え方も分かりました。そういうお立場から見て、初期アセスメントシートの共有化

というところは、どういう形だと上手くいくか。そこの初期のところだけ先走りすると、

支援ベースのところが後ろに回るということになるかもしれないので、そこについての率

直なお考えなり、御苦労なり、特に児童相談所と市町村が共有していくという場合、そこ

はどうお考えですか。 

○岡山県 やはりまずきちっと考え方を共有することだと思います。そこをどうしていく

か。それから、どういう状況で、やりとりも含めて、どういうシチュエーションでどうい

う情報を聞いていくのかということ、これも聞き方も含めて、岡山県では面接技術のトレ

ーニング研修も市町村の方たちと一緒に基本的な、これは高度な面接技術はありません、

普通に話を聞くというのはどういうことかということも含めてやっていく。そういうこと

もトータルでしていく必要があると思います。 

 それだけをとって何かをパッと選別するような、ある情報をもってパパッとやるのであ

れば、相当客観的根拠が要るし、それなりのエビデンスがなければ、そういったものを作

るというのは難しいだろうと思います。大事なことは、そういった考え方、そういったも

のの利用方法、そしてまず一緒にやってみるということを本当に丁寧にやるということが

大事だと思います。 

○松本座長 なるほど。分かりました。それはかなり初期の段階で、市町村の方の受けと

め方はどれぐらいで変わりましたか。期間としては。 

○岡山県 先ほど言ったように、この取組は９年を迎えていますけれども、まだまだいろ

いろな考え方の人とか、いろいろな思いの人もたくさんいます。ですけれども、むしろ児

童相談所とか、例えばある程度専門性がある人たちの方が難しいかもしれません。市町村

の方たちの方が熱心で、一生懸命聞いてくださって、一緒に考えてくださるという姿勢は

高いと私は思っています。 

 ただし、市町村は担当者が定着しないので、一生懸命分かってくださったら２年ぐらい

でまたいなくなってしまうということとか、それから、内部で保健師さんと福祉部門の担

当者とが責任問題のやりとりの部分で、どっちが主体的に関わっていくのかというところ
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で入りづらい駆け引きがある中の微妙な空気感があり、そこでもめてしまうと福祉部門の

担当者は児童相談所へ援軍を頼みますし、保健師さんの方は県の保健所に頼んで、結局児

童相談所と県の保健所が代理戦争をするような形の構図もちらほら見え隠れするという状

況がありますので、そこは課題かと思います。 

○松本座長 せっかくですので、１、２に限って御質問を受けたいと思います。議論をし

ている時間が確保できませんでしたので、大変貴重な試みを共有できたということは良い

のですけれども、何かありましたら。 

○鈴木構成員 さっき言ったみたいに、岡山県の関係機関でどこまでこれが広がっていっ

ている、児童相談所と市の子ども部門ではこれを使っていて、あと保健とか教育とか障害

とか、いろいろな部門があると思うのですけれども、どこが使えていて、どこが使えてい

ないとか、またどう広がっていこうとしているのか、ちょっと簡単に教えていただけます

か。 

○岡山県 『「子どもが心配」チェックシート』につきましては、もう確認できないほど

広がっています。ただし、それを例えば民間企業でも使っているとか、国際交流センター

で逆に外国の方にこれは分かりやすいからという形で使われているとか、いろいろお声は

聞かせていただいたりしますけれども、うちから「これを使いなさい」とか、「これがな

いとだめです」ということはしていません。例えば送致してくるときには必ずつけてこい

とか、そんなことも全く言っていません。保健とか教育とか障害とかの部門まで実際にど

こまでどういうふうにして広がっていてるかは十分把握できていません。 

○鈴木構成員 一緒にこれを見ながらやるというのがどれぐらいかということです。 

○岡山県 一緒にこれをみながらやるのは、先ほど言った、もう一個の『子どもの育ちの

ニーズシート』に軸足を移しています。支援がたくさん要るような大変なお子さんについ

て、どうしても市町村の方は困っておられるので、それについては今、先ほど言ったよう

に子育て家庭サポート強化事業を通じて行っています。県内では３児相ありますので、３

市町が１年目、２年目は次だから、全体で４年で12カ所とそれを共有し合うような予定に

なっています。今のところ一緒に取り組んだのは６カ所です。 

○松本座長 そうすると、モデル市町村を指定して広めていくような方式をとられている

ということですか。 

○岡山県 そうです。 

○松本座長 他はいかがですか。 

 初期の考え方とおっしゃいましたけれども、初期のアセスメントシートの考え方と、支

援ベースの考え方というのは基本は同じだと思いますけれども、特に初期のところで留意

すべき点は何ですか。支援ベースに移っていくということを念頭に置いたとき。 

○岡山県 それは、そもそもの初期のアセスメントの次のコアのアセスメントというか、

さらに丁寧に広く支援していくというところがまず基本であって、実は初期のアセスメン

トの方が難しいですから、コアのアセスメントを理解しなければ初期のアセスメントには
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行けないです。もちろんそもそも初期のアセスメントというのは、コアを理解した上でイ

ニシャル（初期）ができるという逆の発想がベースですから、コアのところをしっかりや

っていただくと、逆にイニシャルのところでこれは心配だとか支援のポイントということ

のキャッチがより早くできると思います。その前の危機管理はまた別物です。危機管理は

今でも、即日必要なものは即やるということですから。 

○松本座長 別物というのは、初期のアセスメントは、危機管理というのは別の原理で動

くのですか。 

○岡山県 そうです。そこはまずきちっとやらないといけませんので、そこはもちろん今

までのところは児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会の報告からたくさんのポ

イントが示されていますけれども、あのポイントも点の情報でしかありませんから、点を

面にしていくためには、Ａさん、Ｂさん、Ｃさん、Ｄさんの家庭で、同じポイントがあっ

たからといって、全部の子どもに危機状況が発生するわけではないということを踏まえて

考えなければいけないので、そこも今一緒に市町村の方と研修会を通して共有をしていま

す。例えば親の育ちをきちっと理解するでありますとか、そういったことも含めてですけ

れども、一義的な危機管理の判別をした後、さらにもう一回、二重に危機管理をする場合

であれば、本当はそこまでやらなければいけません。 

○松本座長 考え方として、支援ベースのアセスメントの考え方があって、それとの関係

で初期の話があって、それと初期のアセスメントの共有化と危機管理というのをちょっと

分けて、危機管理は危機管理でまず考えると。 

○岡山県 そうです。当然のことながら、初期のアセスメントから危機管理へ戻るほどだ

んだん難しくなります。だから、危機管理やアセスメントは労力の問題ではありません。 

○松本座長 分かりました。 

 他にいかがですか。 

 本当はここから先、議論しなければいけないですし、構成員の方からもいろいろ御意見

が出ているところでも、資料としても出ているところがあります。時間の関係で、この後

の会場の都合がありますので、シートの方はシートの方として厚労省の方で作成になって、

またこのワーキングのメンバーの方には投げられる格好なのですか。これは時間的にはど

ういう形で動きますか。 

○竹中虐待防止対策推進室長補佐 両方のワーキングのメンバーに御意見をいただいて、

今日のヒアリングも受けて、我々としても前回出させていただいたアセスメントツールに

関して工夫をしていきたいと思っています。ある程度初期アセスメントのところ、今日の

お話にありましたけれども、そこと支援ベースのところを分けて、当面はやらなければい

けない初期アセスメントの方を手がけていきたいと思っていまして、できれば１月の部局

長会議の中で案ということでお示しさせていただいて、その後、またいろいろ意見をいた

だいて、年度内もしくは４月早々には正式な通知としてお出ししたいと思っておりますの

で、またそのときに出す前にでも、メールか何かの確認になると思うのですけれども、そ
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ういったものの内容の御確認はさせていただきたいと思っております。 

○松本座長 これは私の考えですけれども、１月のところで、運営指針はかなり議論して

出すということですけれども、アセスメントのところは、その後の市町村が援助方針を出

すところを時間的には念頭に置いて出していくというのでないと、議論の途中で出したも

のの影響は結構大きいと思いますので、そこはもう少し慎重に議論して、むしろ市町村の

援助指針の改定の中にアセスメントシートが入っていくという進め方が良いのではないか

と強く思っておりますので、そこは時間的な進め方ということで御検討いただければと。

これは座長としての意見であります。 

 そろそろ時間がリミットになってまいりました。 

 それで、３つ目のところですけれども、いわゆる援助指針の改定についてのガイドライ

ンは今日議論することができませんでした。ただ、実質的にはその内容に入るような形で

のプレゼンだったかと思いますし、今日の支援拠点のところも実質的にはそこに踏み込ん

でいるような議論がありましたので、次回のワーキングにそこは引き継いでいきたいと思

っております。 

 １月から２月にかけて援助指針の改定ということも含むと、かなり何度か集まっていた

だくというような時間を持つ、あるいはコアメンバー会議も重ねて持つというスケジュー

ルになっていく可能性がありますので、大変御無理をおかけすることになるかもしれませ

んが、そこはよろしくお願いいたします。 

 それでは、今日のところはこれで終了したいと思います。事務局にお返しします。 

○事務局 長時間にわたり、ありがとうございました。 

 次回の日程につきましては、１月下旬にコアメンバーによる非公式の会合を行う予定で

あり、その後、第６回ワーキンググループは２月の上旬に開催する予定としておりますの

で、日程が決まり次第、速やかに構成員の皆様に御連絡させていただきます。 

 以上でございます。 

○松本座長 それでは、終了いたします。 


